
北
魏
・
東
魏
・
西
魏
・
北
周
の
婚
姻
外
交
に
関
す
る
史
料
訳
注�

�
　
─『
魏
書
』『
北
史
』『
資
治
通
鑑
』
等
よ
り
─

菅　

沼　

愛　

語

和
蕃
公
主
の
降
嫁
政
策
は
、
漢
・
隋
・
唐
が
有
効
活
用
し
た
外
交
政
策
で
あ
り
、
近
年
で
は
注
目
も
高
く
、
外
交
上
の
重
要
性
に
と
ど
ま

ら
ず
、
経
済
上
、
文
化
上
の
意
義
に
つ
い
て
も
幅
広
く
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る（
１
）。

公
主
降
嫁
政
策
は
、
じ
つ
は
北
魏
・
東
魏
・
西
魏
・
北
周（
２
）に
お
い
て
も
頻
繁
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
代
は
分
裂
期
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

婚
姻
政
策
も
重
要
な
外
交
戦
略
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
北
魏
は
五
胡
の
諸
国
（
後
秦
・
北
涼
な
ど
）
や
柔
然（
３
）と
の
間
で
、
ま
た
、

東
魏
・
西
魏
は
柔
然
と
の
間
で
、
北
周
は
突
厥
と
の
間
で
、
各
々
積
極
的
に
婚
姻
を
結
び
、
公
主
を
周
辺
国
に
降
嫁
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、

周
辺
国
君
主
の
娘
も
娶
り
、
婚
姻
同
盟
も
利
用
し
つ
つ
ラ
イ
バ
ル
国
に
対
抗
し
た（
４
）。

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
和
蕃
公
主
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
漢
・
隋
・
唐
の
和
蕃
公
主
に
関
す
る
諸
史
料
（『
史
記
』『
隋
書
』『
旧
唐
書
』『
資

治
通
鑑
』
等
）
の
訳
注
を
行
っ
た（
５
）。

本
稿
で
は
北
魏
・
東
魏
・
西
魏
・
北
周
の
婚
姻
外
交
に
注
目
し
、
関
連
史
料
の
訳
注
を
試
み
る
。
北

魏
・
東
魏
・
西
魏
・
北
周
の
婚
姻
外
交
や
公
主
降
嫁
に
つ
い
て
は
、『
魏
書
』
蠕
蠕
伝
・
吐
谷
渾
伝
・
高
麗
伝
・
沮
渠
蒙
遜
伝
、『
北
史
』
蠕

蠕
伝
、『
周
書
』
突
厥
伝（
６
）、『
資
治
通
鑑
』
等
に
記
載
が
あ
る
が
、
記
述
内
容
が
重
複
す
る
場
合
に
は
翻
訳
を
省
略
す
る
こ
と
も
あ
る
。
使
用

す
る
テ
キ
ス
ト
は
、
中
華
書
局
の
標
点
本
（
魏
書
一
九
七
四
年
版
、
北
史
一
九
七
四
年
版
、
周
書
一
九
七
一
年
版
、
資
治
通
鑑
一
九
五
六
年
版
）
な

〈
訳
注
〉

87



ど
で
あ
る
。
ま
た
、
東
魏
と
柔
然
・
吐
谷
渾
と
の
婚
姻
状
況
、
西
魏
と
柔
然
の
婚
姻
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
が
【
系
図
】
で
あ
る
。

Ⅰ　

北
魏

一
、
道
武
帝
の
時
代

北
魏
以
前
の
代
国
時
代
か
ら
、
皇
帝
は
諸
族
や
周
辺
国
に
対
し
て
公
主
を
降
嫁
さ
せ
、
周
辺
国
君
主
の
娘
も
妃
と
し
て
娶
っ
て
い
た（
７
）が
、

北
魏
の
初
代
道
武
帝
は
、
漢
高
祖
が
開
始
し
た
和
蕃
公
主
の
降
嫁
政
策
に
倣
っ
て
、
改
め
て
北
魏
の
公
主
降
嫁
政
策
を
定
め
、
臣
下
へ
の
降

嫁
を
止
め
て
、
周
辺
国
や
帰
順
し
た
投
降
者
へ
の
降
嫁
を
開
始
し
た（
８
）。

（
一
）
道
武
帝
に
よ
る
公
主
降
嫁
の
開
始

・『
魏
書
』
巻
二
四
、
崔
玄
伯
伝
（『
北
史
』
巻
二
一
崔
宏
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

太
祖
道
武
帝
は
、
か
つ
て
崔
玄
伯
を
召
し
て
『
漢
書
』
を
講
義
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
婁
敬
（
劉
敬
）
が
漢
の
高
祖
を
説
得
し
て
魯

元
公
主
を
匈
奴
に
嫁
が
せ
よ
う
と
し
た
話（
９
）に
講
義
が
及
ぶ
と
、
道
武
帝
は
「
良
計
で
あ
る
な
」
と
言
い
、
し
ば
ら
く
の
間
、
感
心
し
て
い
た
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
道
武
帝
は
公
主
達
を
み
な
、
北
魏
に
帰
順
し
た
国
家
や
投
降
し
た
者
（
原
文
は
賓
附
之
国（

（1
（

）
に
対
し
て
降
嫁
さ
せ
る
こ

と
に
し
た
。
し
か
し
、
北
魏
に
仕
え
る
臣
下
（
原
文
は
朝
臣
）
の
子
弟
に
対
し
て
は
、
た
と
え
名
族
の
男
子
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
才
知
や
徳

行
の
優
れ
た
男
子
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
公
主
を
娶
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

・『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
八
、
外
臣
部
和
親
一

北
魏
の
道
武
帝
の
時
、
吏
部
尚
書
の
崔
玄
伯
を
召
し
て
『
漢
書
』
を
講
義
さ
せ
た
。
婁
敬
（
劉
敬
）
が
漢
の
高
祖
を
説
得
し
て
魯
元
公
主

を
匈
奴
に
嫁
が
せ
よ
う
と
し
た
話
に
講
義
が
及
ぶ
と
、
道
武
帝
は
「
良
計
で
あ
る
な
」
と
言
い
、
し
ば
ら
く
の
間
、
感
心
し
て
い
た
。
こ
う

い
う
わ
け
で
道
武
帝
は
公
主
達
を
み
な
北
魏
に
帰
順
し
た
国
家
や
投
降
し
た
者
に
降
嫁
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
北
魏
に
仕
え
る
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臣
下
の
子
弟
に
対
し
て
は
、
た
と
え
名
族
の
男
子
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
才
知
や
徳
行
の
優
れ
た
男
子
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
公
主
を
娶
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
、
柔
然
の
閭
大
肥
が
一
族
を
率
い
て
北
魏
に
帰
順
し
た
の
で
、
道
武
帝
は
華
陽
公
主
を
閭
大
肥
に
降
嫁
さ

せ
た
。
華
陽
公
主
が
亡
く
な
る
と
、
ま
た
、
後
妻
と
し
て
閭
大
肥
に
濩
沢
公
主
を
降
嫁
さ
せ
た
。

（
二
）
公
主
の
降
嫁

道
武
帝
は
、
柔
然
か
ら
亡
命
し
て
北
魏
に
帰
順
し
た
閭
大
肥
に
対
し
、
先
妻
と
し
て
華
陽
公
主
、
後
妻
と
し
て
濩
沢
公
主
を
降
嫁
さ
せ
た
。

閭
大
肥
は
、
道
武
帝
、
明
元
帝
、
太
武
帝
に
代
々
仕
え
、
柔
然
や
夏
と
の
戦
い
な
ど
で
活
躍
し
た
。

（
１
）
華
陽
公
主
・
華
陰
公
主
〔
北
魏
に
投
降
し
た
柔
然
人
・
閭
大
肥
に
降
嫁
〕

・『
魏
書
』
巻
三
十
、
閭
大
肥
伝
（『
北
史
』
巻
二
〇
閭
大
肥
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

閭
大
肥
は
柔
然
人
で
あ
っ
た
。
太
祖
道
武
帝
の
時
代
、
弟
の
大
埿
倍
頤
と
と
も
に
一
族
を
率
い
北
魏
に
（
亡
命
し
）
帰
順
し
た
。
道
武
帝

は
喜
び
、
閭
大
肥
に
娘
の
華
陰
公
主（

（1
（

を
娶
ら
せ
た
。
…
華
陰
公
主
が
亡
く
な
る
と
、
閭
大
肥
は
ま
た
後
妻
と
し
て
濩
澤
公
主
を
娶
っ
た
。

（
２
）
濩
澤
公
主
〔
北
魏
に
投
降
し
た
柔
然
人
・
閭
大
肥
に
後
妻
と
し
て
降
嫁
〕

・『
魏
書
』
巻
三
十
、
閭
大
肥
伝
（『
北
史
』
巻
二
〇
閭
大
肥
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

華
陰
公
主
が
亡
く
な
る
と
、
閭
大
肥
は
ま
た
（
後
妻
と
し
て
）
濩
澤
公
主
を
娶
っ
た
。

（
三
）
周
辺
国
か
ら
道
武
帝
に
嫁
い
だ
女
性

道
武
帝
は
、
後
燕
の
王
・
慕
容
宝
の
娘
を
娶
り
、
皇
后
と
し
た
。

・『
魏
書
』
巻
十
三
、
皇
后
伝
一
、
道
武
皇
后
慕
容
氏
（『
北
史
』
巻
十
三
道
武
皇
后
慕
容
氏
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

道
武
帝
の
皇
后
の
慕
容
氏
は
、
後
燕
の
第
二
代
皇
帝
・
慕
容
宝
の
末
娘
で
あ
る
。
道
武
帝
は
後
燕
の
都
・
中
山
（
河
北
省
定
州
）
を
平
定

す
る
と
、
慕
容
氏
を
後
宮
に
入
れ
て
寵
愛
し
た
。
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二
、
明
元
帝
の
時
代

明
元
帝
の
時
代
に
は
、
周
辺
国
の
君
主
や
周
辺
国
か
ら
の
投
降
者
に
対
す
る
公
主
の
降
嫁
は
な
か
っ
た
が
、
明
元
帝
自
身
は
、
後
秦
の

第
二
代
皇
帝
・
姚
興
の
娘
西
平
公
主
を
娶
っ
た
。

・『
魏
書
』
巻
十
三
、
明
元
昭
哀
皇
后
姚
氏
伝
（『
北
史
』
巻
十
三
昭
哀
皇
后
姚
氏
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

明
元
帝
の
妻
の
昭
哀
皇
后
の
姚
氏
は
、
後
秦
の
第
二
代
皇
帝
・
姚
興
の
娘
で
、
姚
興
に
よ
っ
て
西
平
長
公
主
に
封
じ
ら
れ
た
。
太
宗
明
元

帝
は
礼
儀
を
尽
く
し
て
西
平
長
公
主
を
娶
り
、
の
ち
に
夫
人
と
し
た
。

・『
魏
書
』
巻
九
五
、
姚
興
伝
（『
北
史
』
巻
九
三
姚
興
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

神
瑞
二
年
（
四
一
五
）、
後
秦
の
姚
興
が
散
騎
常
侍
の
東
武
侯
の
姚
敞
、
尚
書
の
姚
泰
奉
を
北
魏
に
派
遣
し
、
西
平
公
主
を
太
宗
明
元
帝

に
妻
と
し
て
奉
っ
た
。
明
元
帝
は
、
礼
を
尽
く
し
て
公
主
を
娶
っ
た
。

三
、
太
武
帝
の
時
代

太
武
帝
は
周
辺
諸
国
と
の
間
で
精
力
的
に
婚
姻
外
交
を
展
開
し
、
公
主
を
降
嫁
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
ら
も
周
辺
国
君
主
の
娘
を
娶

り
、
二
重
の
婚
姻
関
係
で
親
善
強
化
を
図
っ
た
。
例
え
ば
、
柔
然
の
呉
提
に
西
海
公
主
を
降
嫁
さ
せ
る
と
同
時
に
、
太
武
帝
も
呉
提
の
妹
を

娶
っ
て
左
昭
儀
と
な
し
、
北
涼
の
沮
渠
牧
犍
に
武
威
公
主
を
降
嫁
さ
せ
る
と
と
も
に
、
太
武
帝
も
興
平
公
主
（
牧
犍
の
妹
）
を
娶
っ
て
右
昭

儀
と
し
た
。
ま
た
、
成
婚
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
太
武
帝
は
宋
の
文
帝
と
の
間
で
三
度
も
婚
姻
外
交
を
行
っ
た
。

（
一
）
公
主
の
降
嫁

（
１
）
始
平
公
主
〔
夏
の
赫
連
昌
に
降
嫁
。
四
二
八
年
、
神
䴥
元
年
〕

・『
魏
書
』
巻
九
五
、
赫
連
昌
伝
（『
北
史
』
巻
九
三
赫
連
昌
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）
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侍
御
史
の
安
頡
が
、
夏
の
王
赫
連
昌（

（1
（

を
捕
え
た
。
太
武
帝
は
侍
中
の
古
弼
を
派
遣
し
て
赫
連
昌
を
迎
え
さ
せ
、
都
の
平
城
に
到
着
す
る
と
、

西
に
あ
る
宮
門
の
内
側
に
屋
敷
を
構
え
さ
せ
、
天
子
の
乗
り
物
の
添
え
馬
を
授
け
た
。
ま
た
、
太
武
帝
は
勅
書
を
下
し
、
赫
連
昌
に
始
平
公

主
を
娶
せ
、
假
常
忠
将
軍
、
会
稽
公
と
な
し
、
秦
王
に
封
じ
た
。
し
か
し
、
赫
連
昌
は
謀
反
に
連
座
し
た
の
で
誅
殺
さ
れ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
一
、
宋
紀
三
、
文
帝
元
嘉
五
年
（
四
二
八
、
北
魏
の
神
䴥
元
年
）
条

神
䴥
元
年
（
四
二
八
）
三
月
辛
巳
の
日
、
赫
連
昌
が
平
城
に
到
着
し
た
の
で
、
北
魏
の
太
武
帝
は
…
妹
の
始
平
公
主
を
赫
連
昌
の
妻
と
し

た
。

（
２
）
西
海
公
主
〔
柔
然
の
呉
提
に
降
嫁
。
四
三
四
年
、
延
和
三
〕

・『
魏
書
』
巻
一
〇
三
、
蠕
蠕
伝
（『
北
史
』
巻
九
八
蠕
蠕
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

延
和
三
年
（
四
三
四
）
二
月
、
太
武
帝
は
呉
提（

（1
（

に
西
海
公
主
を
降
嫁
さ
せ
、
ま
た
柔
然
に
使
者
を
派
遣
し
、
太
武
帝
自
身
が
呉
提
の
妹
を

娶
っ
て
夫
人
と
な
し
、
そ
の
後
、
左
昭
儀
の
位
に
進
め
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
二
、
宋
紀
四
、
文
帝
元
嘉
十
一
年
（
四
三
四
年
、
北
魏
の
延
和
三
年
）
条

北
魏
の
太
武
帝
は
、
西
海
公
主
を
柔
然
の
勅
連
可
汗
・
呉
提
の
妻
と
し
た
。

（
３
）
武
威
公
主
〔
北
涼
の
沮
渠
牧
犍
に
降
嫁
。
四
三
七
年
、
太
延
三
〕

太
武
帝
の
妹
武
威
公
主
は
、
北
涼
の
沮
渠
牧
犍
に
降
嫁
し
、
二
人
の
娘
も
儲
け
た
が
、
牧
犍
は
兄
嫁
の
李
氏
と
密
通
し
、
李
氏
は
公
主
の

毒
殺
を
画
策
し
た
。
太
武
帝
は
北
涼
に
親
征
し
た
が
、
そ
の
際
、
公
主
が
太
武
帝
の
北
涼
攻
撃
を
援
護
し
た
の
で
、
太
武
帝
は
公
主
を
寵
愛

し
、
牧
犍
の
死
後
、
公
主
を
李
蓋
と
再
婚
さ
せ
た
。

・『
魏
書
』
巻
三
七
、
司
馬
楚
之
伝
（『
北
史
』
巻
二
九
司
馬
楚
之
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

司
馬
楚
之
は
、
の
ち
に
諸
王
の
娘
の
河
内
公
主
を
娶
り
、
息
子
の
金
龍
を
生
ん
だ
。
…
司
馬
金
龍
は
、
の
ち
に
沮
渠
氏
を
娶
り
、
徽
亮
を
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生
ん
だ
。
こ
の
沮
渠
氏
と
い
う
女
性
は
、
河
西
王
・
沮
渠
牧
犍
の
娘
で
あ
り
、
太
武
帝
の
妹
の
武
威
公
主
が
生
ん
だ
娘
で
あ
っ
た
。

・『
魏
書
』
巻
七
七
、
高
崇
伝
（『
北
史
』
巻
五
十
高
崇
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

高
崇
は
…
勃
海
の
蓨
の
人
で
あ
っ
た
。
…
高
崇
の
父
の
潜
は
、
顕
祖
・
献
文
帝
の
時
代
に
初
め
て
北
魏
に
帰
順
し
…
遼
東
に
住
ん
だ
。
献

文
帝
は
勅
書
を
下
し
、
沮
渠
牧
犍
の
娘
を
高
潜
に
妻
と
し
て
賜
り
、
武
威
公
主
に
封
じ
た
。
…
初
め
、
高
崇
の
母
方
の
叔
父
が
罪
に
連
座
し

て
誅
殺
さ
れ
た
。
武
威
公
主
は
、
生
家
の
血
筋
が
断
絶
し
て
し
ま
う
こ
と
に
心
を
痛
め
、
つ
い
に
高
崇
に
沮
渠
牧
犍
の
後
を
継
が
せ
、
姓
を

沮
渠
に
改
め
さ
せ
た
。

・『
魏
書
』
巻
八
三
、
外
戚
伝
上
、
李
恵
伝
（『
北
史
』
巻
八
十
李
恵
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

李
恵
は
、
思
皇
后
（
献
文
帝
の
妃
で
、
孝
文
帝
の
母
）
の
父
で
あ
る
。
父
親
の
李
蓋
は
…
左
将
軍
、
南
郡
公
を
つ
と
め
た
。
初
め
、
太
武
帝

の
妹
の
武
威
長
公
主
は
、
か
つ
て
の
北
涼
王
・
沮
渠
牧
犍
の
妻
で
あ
っ
た
。
太
武
帝
が
北
涼
の
都
・
涼
州
（
甘
粛
省
）
を
平
定
し
た
際
、
武

威
長
公
主
が
密
か
に
計
略
を
用
い
て
太
武
帝
の
北
涼
攻
撃
を
大
い
に
助
け
た
の
で
、
太
武
帝
は
公
主
を
こ
と
の
ほ
か
寵
遇
し
た
。
太
武
帝
は

勅
書
を
下
し
、
李
蓋
に
武
威
長
公
主
を
娶
ら
せ
た
。
李
蓋
の
妻
與
氏
は
、
こ
の
た
め
家
を
出
さ
れ
て
離
別
さ
せ
ら
れ
た
。

・『
魏
書
』
巻
九
九
、
沮
渠
蒙
遜
伝
（『
北
史
』
巻
九
三
沮
渠
蒙
遜
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

沮
渠
牧
犍
は
、
太
武
帝
の
妹
の
武
威
公
主
を
娶
り
、
宰
相
の
宋
繇
を
派
遣
し
、
上
表
し
て
礼
を
述
べ
、
馬
五
百
頭
と
黄
金
五
百
斤
を
献
上

し
た
。
宋
繇
は
ま
た
表
を
奉
り
、「
武
威
公
主
と
、
牧
犍
の
母
君
に
后
妃
の
称
号
を
定
め
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
請
願
し
た
。
北
魏
の
朝
廷

で
は
議
論
し
、「
母
は
子
に
よ
っ
て
尊
ば
れ
、
妻
は
夫
の
爵
に
従
う
と
申
し
ま
す
。
牧
犍
の
母
は
河
西
国
太
后
と
し
、
武
威
公
主
は
河
西
王

国
の
中
で
は
王
后
と
称
す
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
平
城
で
は
従
来
通
り
公
主
と
称
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
」
と
答
え
た
。

太
武
帝
は
勅
書
を
下
し
、
そ
れ
に
従
っ
た
。
…
牧
犍
は
、
北
魏
の
藩
屏
と
称
し
て
朝
貢
を
続
け
た
が
、
実
際
に
は
背
信
行
為
が
多
か
っ
た
。

そ
こ
で
太
武
帝
は
北
涼
へ
の
親
征
を
決
め
、
公
卿
達
に
勅
書
を
下
し
、
牧
犍
を
詰
問
す
る
書
状（

（1
（

を
作
ら
せ
、「
…
牧
犍
は
す
で
に
夫
婦
の
体
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裁
を
は
ず
れ
、
婚
姻
の
義
を
尊
重
せ
ず
、
公
に
酖
毒
を
用
い
て
武
威
公
主
の
殺
害
を
企
て
た
。
そ
れ
が
罪
の
第
十
一
で
あ
る
。
…
」
と
述
べ

た
。
…
牧
犍
は
兄
嫁
の
李
氏
と
不
倫
関
係
を
結
び
、
兄
弟
三
人
も
次
々
と
彼
女
を
愛
妾
と
し
た
。
李
氏
と
牧
犍
の
姉
が
共
謀
し
、
武
威
公
主

の
毒
殺
を
企
て
た
が
、
太
武
帝
が
解
毒
の
た
め
の
医
師
を
駅
伝
の
馬
に
よ
っ
て
涼
州
に
派
遣
し
て
公
主
を
救
わ
せ
た
の
で
、
公
主
は
治
癒
し

た
。
…
こ
の
年
（
太
平
真
君
八
年
＝
四
四
七（

（1
（

）、
あ
る
人
が
「
牧
犍
は
、
い
ま
で
も
北
涼
時
代
の
旧
臣
民
と
交
流
し
あ
い
謀
反
を
企
て
て
い
ま

す
」
と
密
告
し
た
の
で
、
太
武
帝
は
司
徒
の
崔
浩
に
勅
書
を
下
し
、
妻
の
武
威
公
主
の
館
で
牧
犍
に
死
を
賜
わ
っ
た
。
牧
犍
は
、
武
威
公
主

と
長
い
時
間
を
か
け
て
訣
別
の
辞
を
述
べ
た
あ
と
自
殺
し
た
。
…
武
威
公
主
が
亡
く
な
っ
た
時
、
勅
書
を
下
し
て
牧
犍
と
合
葬
さ
せ
た
。
武

威
公
主
に
は
息
子
が
お
ら
ず
、
娘
（
司
馬
金
龍
の
妻
沮
渠
氏
と
、
高
潜
の
妻
武
威
公
主
）
が
い
た
。
国
甥
（
皇
室
の
女
婿
）
が
親
し
く
寵
愛
さ
れ

て
い
た
の
で
、
献
文
帝
は
、
公
主
の
娘
（
高
潜
の
妻
）
に
母
の
爵
位
を
継
承
さ
せ
て
武
威
公
主
と
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
三
、
宋
紀
五
、
文
帝
元
嘉
十
四
年
（
四
三
七
年
、
北
魏
の
太
延
三
年
）
条

北
魏
の
太
武
帝
が
、
妹
の
武
威
公
主
を
河
西
王
の
沮
渠
牧
犍
の
妻
と
し
た
。
河
西
王
牧
犍
は
宋
繇
に
表
を
奉
ら
せ
、
平
城
を
訪
問
さ
せ
て

太
武
帝
に
感
謝
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
武
威
公
主
の
佳
名
を
た
ず
ね
た
。
太
武
帝
が
群
臣
に
議
論
さ
せ
る
と
、
群
臣
は
み
な
「
母
は
子
に

よ
っ
て
尊
ば
れ
、
妻
は
夫
の
爵
位
に
従
う
と
申
し
ま
す
。
牧
犍
の
母
親
の
佳
名
は
河
西
国
太
后
で
ご
ざ
い
ま
す
。
武
威
公
主
は
河
西
王
国
で

は
王
后
と
称
し
、
平
城
で
は
公
主
と
称
す
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
の
で
、
太
武
帝
は
群
臣
の
意
見
に
従
っ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
五
、
宋
紀
七
、
文
帝
元
嘉
二
十
四
年
（
四
四
七
年
、
北
魏
の
太
平
真
君
八
年
）
条

三
月
、
太
武
帝
は
崔
浩
を
館
に
派
遣
し
、
牧
犍
に
死
を
賜
っ
た
。

（
４
）
後
仇
池
国
の
楊
保
宗
に
降
嫁
し
た
公
主

太
延
五
年
（
四
三
九
）
頃
、
後
仇
池
王
の
楊
保
宗
が
、
叔
父
の
楊
難
当
に
国
を
奪
わ
れ
て
北
魏
に
亡
命
し
て
き
た
の
で
、
太
武
帝
は
保
宗

に
公
主
を
娶
ら
せ
、
後
仇
池
攻
略
に
活
用
し
た
。
し
か
し
、
楊
保
宗
が
反
乱
を
企
て
、
公
主
も
叛
旗
を
翻
す
よ
う
夫
に
勧
め
た
の
で
、
太
武
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帝
は
二
人
を
殺
害
し
た
。

・『
魏
書
』
巻
一
〇
一
、
氐
伝
（『
北
史
』
巻
九
六
氐
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

後
仇
池
の
王
・
楊
保
宗
は
（
叔
父
の
楊
難
当
に
王
位
と
国
を
奪
わ
れ
た
の
で
）、
兄
の
保
顕
と
と
も
に
平
城
に
亡
命
し
、
北
魏
に
帰
順
し
た
。

そ
こ
で
太
武
帝
は
（
太
延
五
年
、
四
三
九
年（

（1
（

）、
保
宗
に
征
南
大
将
軍
・
秦
州
牧
・
武
都
王
の
位
を
授
け
、
公
主
を
降
嫁
さ
せ
た
。
…
こ
れ
以

前
、
太
武
帝
は
楊
保
宗
に
勅
書
を
下
し
、
上
邦
（
甘
粛
省
天
水
市
）
に
駐
屯
さ
せ
、
ま
た
勅
書
を
出
し
て
駱
谷
に
駐
屯
さ
せ
て
仇
池
を
回
復

さ
せ
た
。
し
か
し
楊
保
宗
の
弟
の
文
徳
が
先
に
仇
池
の
氐
に
逃
亡
し
、
保
宗
を
説
得
し
て
反
乱
を
起
こ
す
よ
う
命
令
し
た
。
こ
の
こ
と
が
露

見
し
た
の
で
、
河
間
公
の
斉
は
楊
保
宗
を
捕
縛
し
、
平
城
に
送
っ
た
（
四
四
三
年（

（1
（

）。
そ
こ
で
太
武
帝
は
楊
難
当
に
勅
書
を
下
し
、
楊
保
宗

を
殺
害
さ
せ
た
。
氐
、
羌
は
、
楊
文
徳
を
擁
立
し
、
濁
水
に
駐
屯
し
た
。
楊
文
徳
は
自
ら
征
西
将
軍
・
秦
河
梁
三
州
牧
・
仇
池
公
を
称
し
、

宋
の
文
帝
劉
義
隆
に
対
し
て
援
軍
を
求
め
た
。
宋
の
文
帝
は
楊
文
徳
を
武
都
王
に
封
じ
、
偏
将
の
房
亮
之
ら
を
派
遣
し
て
楊
文
徳
を
助
け
さ

せ
た
。
し
か
し
河
間
公
の
斉
は
こ
れ
を
迎
撃
し
、
房
亮
之
を
捕
縛
し
た
。
…
太
武
帝
は
、
淮
陽
公
の
皮
豹
子
ら
に
勅
書
を
下
し
、
諸
軍
を
率

い
さ
せ
て
楊
文
徳
を
討
伐
さ
せ
た
。
楊
文
徳
が
漢
中
に
逃
げ
た
の
で
、
皮
豹
子
は
、
文
徳
の
妻
子
・
部
下
・
食
糧
、
そ
れ
に
楊
保
宗
の
妻
で

あ
っ
た
公
主
を
接
収
し
、
平
城
に
送
っ
た
。
公
主
は
、
太
武
帝
か
ら
死
を
賜
っ
た
。
初
め
、
公
主
は
夫
の
楊
保
宗
に
対
し
、
北
魏
に
叛
旗
を

翻
す
よ
う
勧
め
た
。
こ
の
と
き
、
あ
る
ひ
と
が
公
主
に
対
し
、「
父
母
の
国
に
叛
か
れ
る
の
は
、
な
ぜ
で
す
か
」
と
た
ず
ね
る
と
、
公
主
は
、

「
礼
に
従
え
ば
、
女
は
嫁
げ
ば
夫
に
よ
っ
て
栄
え
、
有
事
の
際
に
は
一
方
に
立
て
こ
も
り
、
拠
点
と
な
っ
て
防
戦
す
る
も
の
で
す
。
わ
た
し

は
一
国
の
母
な
の
で
す
か
ら
、
責
任
の
重
み
は
小
さ
な
県
の
公
主
と
は
比
較
に
な
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
公
主
は
太
武
帝

を
怒
ら
せ
、
死
罪
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

・ 『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
五
、
宋
紀
七
、
文
帝
元
嘉
二
十
四
年
（
四
四
七
年
、
北
魏
の
太
平
真
君
八
年
）
〜
元
嘉
二
十
五
年
（
四
四
八
年
、
太
平
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真
君
九
年
）
条

元
嘉
二
十
四
年
（
四
四
七
）
…
楊
文
徳
は
葭
蘆
城
に
拠
り
、
氐
・
羌
を
招
集
し
た
の
で
、
武
都
な
ど
の
五
つ
の
郡
の
氐
は
み
な
文
徳
に

従
っ
た
。
元
嘉
二
十
五
年
（
四
四
八
）
春
正
月
、
北
魏
の
仇
池
鎮
将
の
皮
豹
子
が
諸
軍
を
率
い
て
楊
文
徳
を
攻
撃
し
た
。
楊
文
徳
の
軍
勢
は

敗
北
し
、
城
を
放
棄
し
て
漢
中
に
逃
走
し
た
。
皮
豹
子
は
、
文
徳
の
妻
子
、
部
下
、
兵
糧
、
そ
れ
に
楊
保
宗
に
降
嫁
し
た
北
魏
の
公
主
を
接

収
し
て
、
北
魏
の
都
に
帰
還
し
た
。
初
め
、
楊
保
宗
が
北
魏
に
叛
旗
を
翻
そ
う
と
し
た
と
き
、
公
主
は
反
乱
を
起
こ
す
よ
う
勧
め
た
。
あ
る

ひ
と
が
「
な
ぜ
父
母
の
国
に
叛
く
の
で
す
か
」
と
た
ず
ね
る
と
、
公
主
は
「
有
事
の
際
に
は
、
一
国
の
母
と
し
て
の
責
務
を
果
た
さ
ね
ば
。

小
さ
な
県
の
公
主
と
比
較
で
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
こ
た
え
た
の
で
、
北
魏
の
太
武
帝
は
公
主
に
死
を
賜
っ
た
。

（
二
）
周
辺
国
か
ら
太
武
帝
に
嫁
い
だ
女
性

（
１
）
太
武
帝
の
皇
后
・
赫
連
皇
后
（
赫
連
勃
勃
の
娘
）

・『
魏
書
』
巻
十
三
、
太
武
皇
后
赫
連
氏
伝
（『
北
史
』
巻
十
三
太
武
皇
后
赫
連
氏
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

太
武
帝
の
皇
后
赫
連
氏
は
、
夏
の
王
赫
連
屈
丐
（
赫
連
勃
勃
）
の
娘
で
あ
る
。
太
武
帝
は
夏
の
都
統
万
（
陝
西
省
楡
林
市
）
を
平
定
し
た
と

き
、
赫
連
氏
と
二
人
の
妹
を
と
も
に
娶
っ
て
貴
人
と
し
た
。
そ
の
後
、
赫
連
氏
を
皇
后
に
立
て
た
。

・『
南
斉
書
』
巻
五
七
、
魏
虜
伝

太
武
帝
（
原
文
は
仏
狸
）
は
赫
連
勃
勃
の
子
の
昌
を
攻
め
破
り
、
勃
勃
の
娘
を
娶
っ
て
皇
后
と
し
た
。

（
２
）
太
武
帝
の
左
昭
儀
（
柔
然
可
汗
・
呉
提
の
妹
）

・『
魏
書
』
巻
四
上
、
世
祖
紀
上
、
延
和
三
年
（
四
三
四
）
条

延
和
三
年
（
四
三
四
）
二
月
丁
卯
の
日
、
柔
然
の
呉
提
が
、
妹
を
太
武
帝
に
対
し
て
妻
と
し
て
奉
り
、
さ
ら
に
異
母
兄
の
禿
鹿
傀
、
側
近

数
百
人
を
派
遣
し
て
北
魏
に
朝
貢
さ
せ
、
馬
二
千
頭
を
献
上
し
た
。
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・『
魏
書
』
巻
一
〇
三
、
蠕
蠕
伝
（『
北
史
』
蠕
蠕
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

延
和
三
年
（
四
三
四
）
二
月
、
太
武
帝
は
呉
提
に
西
海
公
主
を
降
嫁
さ
せ
、
ま
た
柔
然
に
使
者
を
派
遣
し
、
太
武
帝
自
身
が
呉
提
の
妹
を

娶
っ
て
夫
人
と
な
し
、
そ
の
後
、
左
昭
儀
の
位
に
進
め
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
二
、
宋
紀
四
、
文
帝
元
嘉
十
一
年
（
四
三
四
年
、
北
魏
の
延
和
三
年
）
条

北
魏
の
太
武
帝
は
、
西
海
公
主
を
柔
然
の
勅
連
可
汗
・
呉
提
の
妻
と
し
た
。
ま
た
、
太
武
帝
は
呉
提
の
妹
を
後
宮
に
入
れ
て
夫
人
と
な
す

こ
と
に
し
、
頴
川
王
の
提
に
、
呉
提
の
妹
を
迎
え
に
行
か
せ
た
。
延
和
三
年
（
四
三
四
）
丁
卯
の
日
、
呉
提
が
異
母
兄
の
禿
鹿
傀
に
妹
を
送

ら
せ
、
馬
二
千
頭
を
献
上
し
た
。
太
武
帝
は
、
呉
提
の
妹
を
左
昭
儀
と
し
た
。

（
３
）
太
武
帝
の
右
昭
儀
・
興
平
公
主
（
北
涼
の
王
・
沮
渠
牧
犍
の
妹
）

・『
魏
書
』
巻
五
二
、
宋
繇
伝
（『
北
史
』
巻
三
四
宋
繇
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

沮
渠
牧
犍
は
、
宋
繇
を
左
丞
と
な
し
、
妹
の
興
平
公
主
を
平
城
に
送
ら
せ
た
。

・『
魏
書
』
巻
九
九
、
沮
渠
蒙
遜
伝
（『
北
史
』
巻
九
三
沮
渠
蒙
遜
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

沮
渠
蒙
遜
の
第
三
子
の
牧
犍
は
、
夏
の
王
位
を
継
い
で
自
ら
河
西
王
と
称
し
、
使
者
を
派
遣
し
て
太
武
帝
の
命
令
を
請
う
た
。
こ
れ
以
前
、

太
武
帝
は
李
順
を
北
涼
に
派
遣
し
、
沮
渠
蒙
遜
の
娘
を
迎
え
て
夫
人
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
た
ま
た
ま
蒙
遜
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
牧
犍
が

蒙
遜
の
遺
志
を
継
ぎ
、
妹
を
平
城
に
送
り
届
け
た
。
牧
犍
の
妹
は
、
太
武
帝
よ
り
右
昭
儀
の
位
を
授
か
っ
た
。
…
太
武
帝
は
旅
人
か
ら
曇
無

讖
の
術
の
噂
を
聞
き
、
北
魏
に
召
そ
う
と
し
た
が
、
沮
渠
蒙
遜
は
曇
無
讖
を
差
し
出
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
や
が
て
曇
無
讖
の
所
行
が
暴
露

さ
れ
る
と
、
沮
渠
蒙
遜
は
曇
無
讖
を
訊
問
の
末
、
殺
害
し
た
。
太
武
帝
は
そ
の
こ
と
を
聞
き
知
る
と
、
昭
儀
沮
渠
氏
（
牧
犍
の
妹
）
に
死
を

賜
い
、
一
族
を
誅
殺
し
た
。
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・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
二
、
宋
紀
四
、
文
帝
元
嘉
十
年
（
四
三
三
年
、
北
魏
の
延
和
二
年
）
条

こ
れ
以
前
、
北
魏
の
太
武
帝
は
李
順
を
派
遣
し
て
武
宣
王
・
沮
渠
蒙
遜
の
娘
を
迎
え
さ
せ
、
夫
人
に
し
よ
う
と
し
た
。
た
ま
た
ま
沮
渠
蒙

遜
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
息
子
の
牧
犍
は
先
王
の
遺
志
で
あ
る
と
称
し
、
左
丞
の
宋
繇
を
派
遣
し
て
妹
の
興
平
公
主
を
北
魏
に
送
ら
せ
た
。

興
平
公
主
は
太
武
帝
の
妻
と
な
り
、
右
昭
儀
の
位
を
授
か
っ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
五
、
宋
紀
七
、
文
帝
元
嘉
二
十
四
年
（
四
四
七
年
、
北
魏
の
太
平
真
君
八
年
）
条

北
魏
の
役
人
が
沮
渠
牧
犍
の
屋
敷
を
探
索
し
、
牧
犍
が
隠
し
て
い
た
物
を
押
収
し
た
。
太
武
帝
は
激
怒
し
、
沮
渠
昭
儀
に
死
を
賜
り
、
あ

わ
せ
て
一
族
も
誅
殺
し
た
。

（
４
）
太
武
帝
の
左
昭
儀
馮
氏
（
北
燕
の
王
・
馮
文
通
の
娘
）

・『
魏
書
』
巻
十
三
、
文
成
文
明
皇
后
馮
氏
伝
（『
北
史
』
巻
十
三
文
明
皇
后
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

太
武
帝
の
左
昭
儀
の
馮
氏
は
、
文
明
皇
后
（
文
成
帝
の
皇
后
・
馮
太
后
）
の
叔
母
で
あ
る
。
優
雅
で
、
母
親
の
徳
を
持
ち
、
慈
愛
を
も
っ

て
文
明
皇
后
を
養
育
し
、
教
え
諭
し
た
。

・『
魏
書
』
巻
八
三
、
外
戚
伝
、
馮
熙
伝
（『
北
史
』
巻
八
十
馮
熙
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

馮
熙
は
…
文
成
帝
の
妻
・
文
明
太
后
の
兄
で
あ
る
。
…
馮
熙
の
叔
母
は
、
以
前
、
後
宮
に
入
内
し
、
太
武
帝
の
左
昭
儀
に
な
っ
た
。

・『
魏
書
』
巻
九
七
、
馮
文
通
伝
（『
北
史
』
巻
九
三
北
燕
馮
弘
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

馮
文
通
（
馮
弘
）
は
、
北
燕
の
初
代
の
王
・
馮
抜
の
末
弟
で
あ
っ
た
。
…
延
和
元
年
（
四
三
二
）、
太
武
帝
が
自
ら
馮
文
通
を
討
伐
し
た
の

で
、
馮
文
通
は
籠
城
し
て
防
戦
に
徹
し
た
。
…
馮
文
通
は
、
尚
書
の
高
顒
を
北
魏
に
派
遣
し
て
許
し
を
請
い
、
末
娘
を
太
武
帝
の
後
宮
に
入

内
さ
せ
た
い
と
請
願
し
た
。

北魏・東魏・西魏・北周の婚姻外交に関する史料訳注97



（
三
）
太
武
帝
と
宋
文
帝
の
間
で
行
わ
れ
た
婚
姻
に
関
す
る
外
交
交
渉

太
武
帝
と
宋
の
文
帝
と
の
間
で
は
、
成
婚
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
三
度
（
四
三
一
年
、
四
三
三
～
四
三
七
年
、
四
五
〇
年
）
結
婚
話

が
持
ち
上
が
り
、
宋
文
帝
の
娘
が
太
武
帝
の
皇
太
子
に
降
嫁
す
る
こ
と
や
、
太
武
帝
の
娘
が
宋
文
帝
の
三
男
劉
駿
に
嫁
ぐ
こ
と
な
ど
が
提
議

さ
れ
た
。
し
か
し
、
文
帝
に
よ
る
求
婚
拒
絶
や
文
帝
の
娘
の
死
去
な
ど
も
あ
っ
て
婚
姻
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
三
度
目

（
四
五
〇
年
）
の
外
交
交
渉
で
、
こ
の
と
き
太
武
帝
は
宋
に
親
征
し
て
長
江
北
岸
ま
で
迫
っ
て
お
り
、
北
魏
と
宋
の
間
で
は
通
婚
も
視
野
に

入
れ
た
和
平
の
道
が
模
索
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
史
書
に
よ
っ
て
北
魏
側
と
宋
側
の
言
い
分
が
異
な
っ
て
お
り
、
興
味
深
い
の
で
、
関
連

史
料
を
以
下
に
あ
げ
る
。

（
１
）
四
三
一
年
（
北
魏
の
神
䴥
四
年
、
宋
の
元
嘉
八
年
）
閏
六
月
、
太
武
帝
の
通
婚
請
願

・『
宋
書
』
巻
九
五
、
索
虜
伝

そ
の
後
、
北
魏
の
太
武
帝
が
、
ま
た
使
者
を
派
遣
し
て
友
好
関
係
の
樹
立
を
望
み
、
さ
ら
に
婚
姻
の
締
結
も
請
願
し
た
の
で
、
宋
の
太
祖

文
帝
は
、
そ
の
た
び
に
曖
昧
な
返
事
を
し
て
求
婚
に
応
じ
な
か
っ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
二
、
宋
紀
四
、
元
嘉
八
年
（
四
三
一
年
、
北
魏
の
神
䴥
四
年
）
閏
六
月
条

元
嘉
八
年
（
四
三
一
）
閏
六
月
乙
未
の
日
、
北
魏
の
太
武
帝
が
散
騎
侍
郎
の
周
紹
を
宋
に
派
遣
し
、
貢
物
を
献
上
し
て
通
婚
を
請
願
し
た

が
、
宋
の
文
帝
は
曖
昧
な
返
答
を
し
て
求
婚
に
応
じ
な
か
っ
た
。

（
２
）
四
三
三
年
〜
四
三
七
年
（
北
魏
の
延
和
二
〜
太
延
三
年
、
宋
の
元
嘉
十
〜
十
四
年
）
太
武
帝
の
通
婚
請
願

・『
魏
書
』
巻
九
七
、
劉
義
隆
伝

北
魏
の
延
和
二
年
（
四
三
三
年
、
宋
の
元
嘉
十
年
）
二
月
、
太
武
帝
は
勅
書
を
下
し
、
散
騎
常
侍
の
宋
宣
を
宋
の
文
帝
・
劉
義
隆
の
も
と
に

遣
わ
し
、
皇
太
子
の
た
め
に
婚
姻
を
結
ば
せ
よ
う
と
し
た
。
…
太
延
三
年
（
四
三
七
年
、
宋
の
元
嘉
十
四
年
）
三
月
、
宋
の
文
帝
は
散
騎
常
侍
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の
劉
熙
伯
を
北
魏
に
朝
貢
さ
せ
、
さ
ら
に
結
納
に
つ
い
て
議
論
さ
せ
た
。
し
か
し
同
年
六
月
、
文
帝
の
娘
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
北
魏
と
宋

の
婚
姻
は
成
立
し
な
か
っ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
二
、
宋
紀
四
、
文
帝
元
嘉
十
年
（
四
三
三
年
、
北
魏
の
延
和
二
年
）
二
月
条

二
月
壬
午
の
日
、
北
魏
の
太
武
帝
が
…
散
騎
侍
郎
の
宋
宣
を
宋
に
派
遣
し
て
礼
物
を
献
上
し
、
さ
ら
に
太
子
晃
の
た
め
に
婚
姻
を
請
願
し

た
。
し
か
し
文
帝
は
曖
昧
な
返
答
を
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
三
、
宋
紀
五
、
元
嘉
十
四
年
（
四
三
七
年
、
北
魏
の
太
延
三
年
）
三
月
条

元
嘉
十
四
年
（
四
三
七
）
宋
の
文
帝
は
、
散
騎
常
侍
の
劉
熙
伯
を
北
魏
に
行
か
せ
、
結
納
に
つ
い
て
議
論
さ
せ
た
。
た
ま
た
ま
文
帝
の
娘

が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
宋
と
北
魏
の
婚
姻
は
成
立
し
な
か
っ
た
。

（
３
）
四
五
〇
年
（
北
魏
の
太
平
真
君
十
一
年
、
宋
の
元
嘉
二
七
年
）
十
二
月
、
太
武
帝
と
宋
文
帝
の
外
交
交
渉

・『
宋
書
』
巻
七
一
、
江
湛
伝

元
嘉
二
十
七
年
（
四
五
〇
）
…
宋
の
文
帝
は
国
の
総
力
を
あ
げ
て
北
伐
を
行
お
う
と
し
た
が
、
朝
廷
は
こ
ぞ
っ
て
反
対
し
た
。
そ
の
中
で
、

た
だ
ひ
と
り
江
湛
だ
け
が
文
帝
の
北
伐
に
賛
成
し
た
。
北
魏
の
太
武
帝
の
軍
勢
が
瓜
歩
（
江
蘇
省
）
に
到
達
し
た
の
で
、
文
帝
は
領
軍
将
軍

の
劉
遵
考
に
軍
を
率
い
さ
せ
、
太
武
帝
の
軍
勢
を
迎
撃
さ
せ
る
た
め
に
長
江
の
畔
ま
で
出
撃
さ
せ
、
江
湛
に
軍
の
指
揮
と
処
置
も
一
任
さ
せ

た
。
こ
の
と
き
太
武
帝
が
使
者
を
派
遣
し
て
婚
姻
を
請
願
し
た
。
そ
こ
で
文
帝
は
、
太
子
の
劭
ら
を
集
め
、
北
魏
と
の
婚
姻
に
つ
い
て
議
論

さ
せ
た
。
み
な
北
魏
に
婚
姻
を
許
可
す
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
と
言
っ
た
が
、
江
湛
は
「
夷
狄
は
信
用
で
き
ま
せ
ん
。
婚
姻
を
許
可
し

て
も
利
益
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
北
魏
と
の
通
婚
に
反
対
し
た
。

・『
宋
書
』
巻
九
五
、
索
虜
伝

元
嘉
二
十
七
年
（
四
五
〇
）
…
北
魏
の
太
武
帝
拓
跋
燾
は
、
瓜
歩
山
を
穿
っ
て
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
を
作
り
、
山
の
頂
き
に
毛
織
物
で
天
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幕
を
築
い
た
。
…
太
武
帝
は
使
者
を
派
遣
し
、
宋
の
太
祖
文
帝
に
対
し
て
駱
駝
と
名
馬
を
贈
っ
て
和
睦
を
求
め
、
通
婚
を
請
願
し
た
。
そ
こ

で
文
帝
は
、
奉
朝
請
の
田
奇
を
北
魏
の
陣
営
に
派
遣
し
、
珍
し
い
美
味
な
食
べ
物
を
送
っ
た
。
…
太
武
帝
は
返
答
せ
ず
、
手
で
天
を
指
し
示

し
、
そ
れ
か
ら
田
奇
に
向
か
っ
て
自
分
の
孫
を
指
し
示
し
、「
こ
こ
ま
で
攻
め
込
ん
だ
の
は
、
功
名
を
立
て
た
い
と
望
ん
だ
こ
と
だ
け
が
理

由
で
は
な
い
。
実
は
、
宋
と
婚
姻
を
通
じ
て
親
族
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
望
み
だ
っ
た
の
だ
。
も
し
も
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
い
ま

か
ら
北
魏
と
宋
は
互
い
に
二
度
と
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
侵
犯
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
ま
た
、
太
武
帝
は
自
分
の
娘
を

文
帝
の
三
男
・
劉
駿
（
原
文
は
世
祖
。
つ
ま
り
後
の
孝
武
帝
）
に
嫁
が
せ
た
い
と
請
願
し
た
。

・『
魏
書
』
巻
四
下
、
世
祖
紀
下
、
太
平
真
君
十
一
年
（
四
五
〇
、
宋
の
元
嘉
二
七
年
）
十
二
月
条

太
平
真
君
十
一
年
（
四
五
〇
）
十
二
月
甲
申
の
日
、
宋
の
文
帝
・
劉
義
隆
が
使
者
を
北
魏
に
派
遣
し
、
百
頭
の
犠
牲
獣
を
献
上
し
、
特
産

物
も
献
上
す
る
と
、
自
分
の
娘
を
太
武
帝
の
孫
に
対
し
妻
と
し
て
進
め
、
和
睦
し
た
い
と
請
願
し
た
。
し
か
し
太
武
帝
は
、
遠
征
中
の
婚
礼

は
礼
に
外
れ
た
行
い
で
あ
る
と
見
な
し
、
文
帝
に
対
し
て
和
睦
す
る
こ
と
は
許
可
し
た
が
、
婚
姻
は
許
さ
な
か
っ
た
。

・『
魏
書
』
巻
九
七
、
劉
義
隆
伝

宋
の
文
帝
劉
義
隆
が
黄
延
年
を
北
魏
の
陣
地
に
朝
貢
さ
せ
、
百
頭
の
犠
牲
獣
を
献
上
し
、
特
産
品
を
貢
い
で
和
睦
を
請
願
し
、
公
主
を
太

武
帝
の
皇
孫
に
対
し
て
妻
と
し
て
進
め
さ
せ
た
。
し
か
し
、
太
武
帝
は
遠
征
中
に
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
は
礼
に
外
れ
る
こ
と
だ
と
見
な
し
、
和

睦
は
認
め
た
が
、
婚
姻
は
許
可
し
な
か
っ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
五
、
元
嘉
二
十
七
年
（
四
五
〇
年
、
北
魏
の
太
平
真
君
十
一
年
）
条

元
嘉
二
十
七
年
（
四
五
〇
）
北
魏
の
太
武
帝
は
瓜
歩
山
を
穿
ち
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
を
作
り
、
山
の
頂
き
に
毛
織
物
で
天
幕
を
築
い
た
。

…
太
武
帝
は
宋
に
使
者
を
派
遣
し
、
文
帝
に
対
し
て
駱
駝
と
名
馬
を
贈
っ
て
和
睦
を
求
め
、
通
婚
を
請
願
し
た
。
文
帝
は
奉
朝
請
の
田
奇
を

太
武
帝
の
も
と
に
派
遣
し
、
珍
し
い
美
味
な
食
べ
物
を
送
っ
た
。
…
太
武
帝
は
返
答
せ
ず
、
手
を
あ
げ
て
天
を
指
さ
し
、
自
分
の
孫
を
田
奇
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に
示
す
と
、「
わ
た
し
は
遠
方
よ
り
こ
こ
ま
で
来
た
が
、
功
名
を
立
て
た
い
と
望
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
実
は
、
友
好
関
係
を
継
続
し
て
民

を
安
ん
じ（

（1
（

、
宋
と
の
間
で
婚
姻
に
よ
る
親
族
関
係
を
末
永
く
結
び
た
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
も
し
も
文
帝
が
娘
を
、
わ
が
孫
の
妻
と
な
し
、

わ
た
し
が
自
分
の
娘
を
武
陵
王
（
文
帝
の
三
男
劉
駿
、
後
の
孝
武
帝
）
の
妻
と
す
る
な
ら
ば
、
い
ま
よ
り
北
魏
の
軍
馬
が
南
を
振
り
返
る
こ
と

は
二
度
と
な
い
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
田
奇
が
建
業
に
帰
還
し
、
太
武
帝
の
言
葉
を
報
告
す
る
と
、
文
帝
は
太
子
の
劭
や
群
臣
を
集
め
、
北

魏
と
の
婚
姻
に
つ
い
て
議
論
さ
せ
た
。
み
な
こ
ぞ
っ
て
北
魏
に
婚
姻
を
許
可
す
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
と
進
言
し
た
が
、
江
湛
は
「
夷

狄
に
は
親
愛
の
情
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
婚
姻
を
許
可
し
て
も
利
益
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
北
魏
と
の
通
婚
に
反
対
し
た
。
…

北
魏
も
ま
た
、
つ
い
に
宋
と
の
婚
姻
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

四
、
献
文
帝
の
時
代

成
婚
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
献
文
帝
は
、
柔
然
可
汗
の
予
成
、
高
句
麗
王
の
高
璉
（
長
寿
王
）
と
の
間
で
婚
姻
の
た
め
の
交
渉
を
行
っ

て
い
る
。

（
１
）
柔
然

・『
魏
書
』
巻
一
〇
三
、
蠕
蠕
伝
（『
北
史
』
蠕
蠕
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

延
興
五
年
（
四
七
五
）、
柔
然
の
可
汗
・
予
成（

（1
（

が
婚
姻
を
結
び
た
い
と
請
願
し
た
が
、
役
人
た
ち
は
予
成
が
頻
繁
に
辺
境
の
塞
を
襲
撃
す

る
の
で
、「
柔
然
か
ら
の
使
者
を
遮
断
し
、
軍
隊
を
派
遣
し
て
柔
然
を
討
伐
な
さ
い
ま
す
よ
う
に
」
と
請
願
し
た
。
だ
が
献
文
帝
は
「
柔
然

は
、
た
と
え
て
言
え
ば
禽
獣
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
貪
欲
で
不
義
理
で
あ
る
。
し
か
し
朕
は
信
頼
と
誠
意
に
よ
っ
て
柔
然
を
待
遇
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
。
柔
然
か
ら
の
婚
姻
の
申
し
出
を
拒
絶
し
て
は
な
ら
な
い
。
予
成
が
以
前
に
犯
し
た
過
ち
を
知
っ
て
後
悔
し
、
使
者
を
派

遣
し
て
和
平
を
願
い
、
婚
姻
を
請
願
し
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
、
そ
の
誠
意
に
応
え
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
」
と
言
い
、
勅
書
を
下
し
、
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予
成
に
こ
た
え
て
、「
議
論
し
て
い
る
結
婚
話
は
、
い
ま
そ
の
一
端
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
物
事
の
道
理
を
検
討
し
て
も
、
適
切
な

政
策
で
あ
る
と
は
ま
だ
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
『
易
経
』
咸
で
は
、
婚
姻
の
際
に
は
男
が
女
に
へ
り
く
だ
る
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
、
易
理

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
初
め
て
婚
姻
を
結
ぶ
と
き
、『
儀
礼
』
の
士
昏
礼
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
儀
礼
は
六
礼
に
従
っ
て
、
ま
ず
男
の
方
か
ら

結
納
品
を
贈
る
こ
と
（
納
采（

（2
（

）
が
尊
ば
れ
る
。
こ
れ
は
君
子
が
人
倫
の
も
と
を
重
ん
じ
る
理
由
で
あ
る
。
そ
の
初
め
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
、

そ
の
終
わ
り
も
困
難
な
も
の
と
な
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
し
か
し
、
予
成
は
常
に
、
偽
り
、
欺
く
こ
と
を
考
え
た
の
で
、
献
文
帝
の
時
代
に

は
二
度
と
求
婚
し
な
か
っ
た
。

（
２
）
高
句
麗

・『
魏
書
』
巻
一
〇
〇
、
高
麗
伝
（『
北
史
』
巻
九
四
高
麗
伝
は
ほ
ぼ
同
文
な
の
で
省
略
）

文
明
太
后
は
、
献
文
帝
の
後
宮
の
妃
の
数
が
ま
だ
揃
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
高
句
麗
王
の
高
璉
（
長
寿
王（

（2
（

）
に
勅
書
を
下
し
、「
娘
を

献
文
帝
の
後
宮
に
差
し
出
す
よ
う
に
」
と
命
令
し
た
。
高
璉
は
上
表
文
を
奉
り
、「
娘
は
す
で
に
嫁
ぎ
ま
し
た
の
で
、
弟
の
娘
を
代
わ
り
に

差
し
出
し
て
、
ご
命
令
に
応
え
た
い
と
存
じ
ま
す
」
と
言
っ
た
。
北
魏
の
朝
廷
は
こ
れ
を
許
可
し
、
安
楽
王
の
真
、
尚
書
の
李
敷
ら
を
高
句

麗
の
国
境
ま
で
行
か
せ
、
高
璉
に
結
納
品
を
送
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
高
璉
は
臣
下
達
の
意
見
に
惑
わ
さ
れ
て
、「
北
魏
は
昔
、
北

燕
の
馮
氏
と
婚
姻
を
結
ん
で
か
ら
す
ぐ
に
北
燕
を
滅
ぼ
し
た（

（2
（

。
殷
鑑
遠
か
ら
ず
と
申
す
よ
う
に
、
手
本
と
す
べ
き
教
訓
は
身
近
に
あ
る
。
方

便
を
用
い
て
北
魏
と
の
婚
姻
を
辞
退
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
」
と
言
い
、
つ
い
に
上
書
し
て
「
娘
は
す
で
に
亡
く
な
っ
た
」
と
、
偽
り
を
言
っ

た
。
北
魏
の
朝
廷
は
高
璉
の
上
奏
が
噓
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
ま
た
仮
散
騎
常
侍
の
程
駿
を
高
句
麗
に
派
遣
し
て
高
璉
を
厳
し
く
問
い
た
だ

し
、「
も
し
娘
が
明
ら
か
に
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
改
め
て
高
句
麗
王
の
一
族
の
中
か
ら
娘
を
選
ん
で
、
妻
と
し
て
北
魏
に
差
し
出
し

ま
す
」
と
言
わ
せ
た
。
ま
た
、
高
璉
は
「
も
し
陛
下
が
、
わ
た
し
の
以
前
の
過
ち
を
お
赦
し
く
だ
さ
る
な
ら
、
謹
ん
で
詔
勅
に
お
応
え
致
し

ま
す
」
と
言
っ
た
。
し
か
し
、
た
ま
た
ま
献
文
帝
が
崩
御
し
た
の
で
、
こ
の
婚
姻
話
は
中
止
に
な
っ
た
。
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五
、
孝
文
帝
の
時
代

柔
然
の
予
成
が
、
孝
文
帝
に
対
し
て
も
婚
姻
を
請
願
し
た
の
で
、
孝
文
帝
は
こ
れ
を
認
め
た
が
、
婚
姻
は
成
立
し
な
か
っ
た
。

・『
魏
書
』
巻
一
〇
三
、
蠕
蠕
伝
（『
北
史
』
蠕
蠕
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

太
和
二
年
（
四
七
八
）
二
月
、
予
成
が
ま
た
比
拔
ら
を
派
遣
し
て
朝
貢
し
、
北
魏
に
対
し
、
再
度
、
通
婚
を
請
願
し
た
。
高
祖
孝
文
帝
は

予
成
を
帰
順
さ
せ
た
い
と
考
え
た
の
で
、
通
婚
を
許
可
し
た
。
予
成
は
毎
年
の
朝
貢
は
欠
か
さ

な
か
っ
た
が
、
和
約
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
の
で
、
結
婚
話
は
ま
た
取
り
や
め
に

な
っ
た（

（2
（

。

Ⅱ　

東
魏

東
魏
は
、
柔
然
お
よ
び
吐
谷
渾
と
の
間
で
幾
重
に
も
婚
姻
を
結
び
つ
つ
西
魏
包
囲
網
を
形
成

し
た
（
系
図
参
照
）。
即
ち
、
柔
然
に
対
し
て
は
蘭
陵
公
主
が
降
嫁
す
る
と
同
時
に
、
高
歓
が

柔
然
の
可
汗
阿
那
瓌（

（2
（

の
娘
蠕
蠕
公
主
、
高
湛
（
高
歓
の
子
で
後
の
北
斉
の
武
成
帝
）
が
阿
那
瓌
の

孫
娘
隣
和
公
主
を
娶
り
、
吐
谷
渾
に
対
し
て
は
広
楽
公
主
が
降
嫁
す
る
と
と
も
に
、
孝
静
帝
が

吐
谷
渾
の
可
汗
夸
呂
の
従
妹
を
娶
っ
た
。

【系図】東魏・西魏・柔然・吐谷渾の婚姻状況

高高歓歓

阿阿那那瓌瓌

蠕蠕
蠕蠕
公公
主主

隣隣
和和
公公
主主

菴菴羅羅辰辰

高高澄澄

悼悼皇皇后后 文文
帝帝

化化
政政
公公
主主

塔塔寒寒

婁婁昭昭君君

高高湛湛

孝孝
静静
帝帝

女女

高高
皇皇
后后

広広
楽楽
公公
主主

容容
華華
嬪嬪

夸夸
呂呂

伏伏連連籌籌〇

蘭蘭
陵陵
公公
主主

《柔然》

《東魏》

《西魏》

《吐谷渾》
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（
一
）
柔
然
と
の
婚
姻

（
１
） 
蘭
陵
公
主
（
常
山
王
の
妹
）
が
柔
然
の
菴
羅
辰
（
阿
那
瓌
の
太
子
）
に
降
嫁
〔
五
四
一
年
、
興
和
三
〕

・『
魏
書
』
巻
一
〇
三
、
蠕
蠕
伝

北
魏
の
太
昌
元
年
（
五
三
二
）
六
月
、
柔
然
の
阿
那
瓌
が
、
烏
句
蘭
樹
什
伐
ら
を
朝
貢
さ
せ
る
と
と
も
に
、
長
男
の
た
め
に
、
孝
武
帝
に

対
し
て
公
主
の
降
嫁
を
請
願
し
た
。
永
熙
二
年
（
五
三
三
）
四
月
、
孝
武
帝
（
原
文
は
出
帝
）
は
勅
書
を
下
し
、
范
陽
王
誨
の
長
女
琅
邪
公

主
を
柔
然
に
降
嫁
さ
せ
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
し
か
し
結
婚
が
成
立
し
な
い
う
ち
に
、
孝
武
帝
は
（
宇
文
泰
に
迎
え
ら
れ
て
）
関
中
（
長
安
）

に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
高
歓
（
原
文
は
斉
の
献
武
王
）
は
使
者
を
柔
然
に
派
遣
し
、
阿
那
瓌
を
説
得
し
た
。
阿
那
瓌
も
使
者
を
東

魏
に
派
遣
し
て
朝
貢
し
、
求
婚
し
た
。
高
歓
は
四
方
の
異
民
族
を
臣
従
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
、
常
山
王
の
妹
の
楽
安
公
主
を
柔
然

に
降
嫁
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
改
め
て
蘭
陵
公
主
と
名
づ
け
た
。
阿
那
瓌
は
馬
千
頭
を
進
呈
し
て
結
納
の
品
と
し
、
蘭
陵
公
主
を
迎
え
た
。
東

魏
の
孝
静
帝
は
宗
正
の
元
寿
に
勅
書
を
下
し
、
蘭
陵
公
主
を
送
ら
せ
て
柔
然
の
地
に
赴
か
せ
た
。

・『
北
史
』
巻
九
八
、
蠕
蠕
伝

張
徽
纂
が
高
歓
（
原
文
は
斉
の
神
武
）
の
意
見
を
告
げ
る
と
、
阿
那
瓌
は
大
臣
を
召
し
て
相
談
し
、
東
魏
に
忠
誠
を
誓
い
、
俟
利
莫
何
莫

縁
、
游
大
力
ら
を
派
遣
し
て
朝
貢
さ
せ
、
息
子
の
菴
羅
辰
の
た
め
に
婚
姻
を
請
願
し
た
。
東
魏
の
孝
静
帝
は
、
散
騎
常
侍
、
太
府
卿
羅
念
、

兼
通
直
散
騎
常
侍
、
中
書
舍
人
穆
景
相
ら
に
勅
書
を
下
し
阿
那
瓌
の
も
と
に
派
遣
し
た
。
東
魏
の
興
和
二
年
（
五
四
〇
）
八
月
、
阿
那
瓌
は
、

莫
何
の
去
折
豆
、
渾
十
升
ら
を
派
遣
し
て
東
魏
に
朝
貢
さ
せ
、
ま
た
通
婚
を
請
願
し
た
。
高
歓
が
孝
静
帝
に
対
し
「
阿
那
瓌
の
希
望
を
認
め
、

四
方
の
異
民
族
を
臣
従
さ
せ
た
い
」
と
請
願
し
た
の
で
、
孝
静
帝
は
勅
書
を
下
し
、
常
山
王
騭
の
妹
の
楽
安
公
主
を
柔
然
に
降
嫁
さ
せ
る
こ

と
を
許
し
、
改
め
て
蘭
陵
郡
長
公
主
に
封
じ
た
。
十
二
月
、
阿
那
瓌
は
ま
た
、
折
豆
、
渾
十
升
を
東
魏
に
派
遣
し
、
通
婚
を
請
願
さ
せ
た
。

興
和
三
年
（
五
四
一
）
四
月
、
阿
那
瓌
は
、
吐
豆
登
郁
久
閭
譬
渾
、
俟
利
莫
何
折
豆
、
渾
侯
煩
ら
に
馬
千
頭
を
奉
ら
せ
、
結
納
品
と
な
す
と
、
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孝
静
帝
に
対
し
、「
公
主
を
妻
に
迎
え
た
い
」
と
請
願
し
た
。
そ
こ
で
孝
静
帝
は
勅
書
を
下
し
、
兼
宗
正
卿
元
壽
、
兼
太
常
卿
孟
韶
ら
に
蘭

陵
公
主
を
柔
然
に
送
ら
せ
、
晋
陽
（
山
西
省
太
原
）
か
ら
北
に
向
か
わ
せ
た
。
必
要
な
品
は
高
歓
が
親
し
く
自
ら
準
備
し
、
す
べ
て
豊
富
で

美
し
か
っ
た
。
阿
那
瓌
は
吐
豆
登
郁
久
閭
匿
伏
、
俟
利
阿
夷
普
掘
、
蒱
提
棄
之
伏
ら
を
派
遣
し
、
蘭
陵
公
主
を
新
城
の
南
で
迎
え
さ
せ
た
。

六
月
、
高
歓
は
阿
那
瓌
が
信
用
し
な
い
こ
と
を
憂
慮
し
、
ま
た
国
事
も
い
っ
そ
う
重
大
と
な
っ
た
の
で
、
自
ら
蘭
陵
公
主
を
楼
煩
（
山
西

省
）
の
北
ま
で
送
り
、
阿
那
瓌
の
使
者
達
を
接
待
し
て
ね
ぎ
ら
う
こ
と
は
、
み
な
手
厚
か
っ
た
。
阿
那
瓌
は
た
い
そ
う
喜
び
、
こ
れ
以
降
、

東
魏
に
対
し
て
朝
貢
を
つ
づ
け
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
五
七
、
梁
紀
十
三
、
武
帝
大
同
元
年
（
五
三
五
年
、
東
魏
の
天
平
二
年
）
条

柔
然
の
頭
兵
可
汗
・
阿
那
瓌
が
東
魏
に
求
婚
し
た
の
で
、
宰
相
の
高
歓
は
、
常
山
王
の
妹
を
蘭
陵
公
主
と
な
し
て
可
汗
の
妻
と
し
た
。

（
２
）
柔
然
の
隣
和
公
主
（
阿
那
瓌
の
孫
娘
）
が
高
湛
（
高
歓
の
子
）
に
嫁
ぐ
〔
五
四
二
年
、
興
和
四
〕

・『
北
斉
書
』
巻
七
、
武
成
帝
紀
（『
北
史
』
巻
八
斉
本
紀
下
世
祖
武
成
帝
紀
は
同
文
な
の
で
省
略
）

高
歓
は
、
ち
ょ
う
ど
遠
方
の
国
々
を
懐
か
せ
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
、
息
子
の
高
湛
の
た
め
に
柔
然
の
太
子
菴
羅
辰
（
阿
那
瓌
の
子
）

の
娘
を
娶
ら
せ
、
隣
和
公
主（

（2
（

と
名
づ
け
た（

（2
（

。

・『
北
史
』
巻
九
八
、
蠕
蠕
伝

東
魏
の
興
和
四
年
（
五
四
二
）、
阿
那
瓌
は
孫
娘
を
隣
和
公
主
と
名
づ
け
、
高
歓
の
第
九
子
・
長
広
公
高
湛
の
妻
に
し
た
い
と
請
願
し
た
。

孝
静
帝
は
勅
書
を
下
し
、
高
湛
と
隣
和
公
主
を
結
婚
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
阿
那
瓌
は
吐
豆
登
の
郁
久
閭
譬
堀
、
俟
利
莫
何
の
游
大
力
を
東

魏
に
派
遣
し
、
隣
和
公
主
を
晋
陽
に
送
ら
せ
た
。
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（
３
）
柔
然
の
蠕
蠕
公
主
（
阿
那
瓌
の
娘
）
が
東
魏
の
高
歓
に
嫁
ぐ
〔
五
四
五
年
、
武
定
三
〕

・『
北
史
』
巻
十
四
、
后
妃
伝
下
、
蠕
蠕
公
主
伝

蠕
蠕
公
主（

（2
（

は
、
柔
然
の
可
汗
・
郁
久
閭
阿
那
瓌
の
娘
で
あ
る
。
柔
然
の
勢
力
が
盛
ん
で
、
西
魏
と
和
親
し
、
連
合
し
て
東
魏
の
討
伐
を
試

み
た
の
で
、
高
歓
は
西
魏
と
柔
然
の
連
合
を
憂
慮
し
、
杜
弼
を
柔
然
に
派
遣
し
て
、
後
継
ぎ
の
た
め
に
通
婚
を
請
願
し
た
。
す
る
と
阿
那
瓌

は
、「
高
王
（
高
歓
）
自
ら
が
娶
る
の
で
あ
れ
ば
結
婚
を
許
可
し
よ
う
」
と
言
っ
た
。
高
歓
が
決
断
し
か
ね
て
い
る
と
、
腹
心
で
あ
り
義
兄

で
も
あ
る
尉
景
、
妻
の
婁
昭
君
（
武
明
皇
后
）、
息
子
の
高
澄
（
原
文
は
文
襄（

（2
（

）
が
、
そ
ろ
っ
て
高
歓
に
対
し
、「
阿
那
瓌
の
娘
と
結
婚
な
さ

い
ま
す
よ
う
に
」
と
進
言
し
た
の
で
、
高
歓
は
こ
れ
に
従
っ
た
。
武
定
三
年
（
五
四
五
）、
高
歓
は
慕
容
儼
を
柔
然
に
派
遣
し
、
阿
那
瓌
の

娘
を
娶
る
こ
と
と
し
、
蠕
蠕
公
主
と
名
づ
け
た
。
八
月
、
高
歓
が
蠕
蠕
公
主
を
下
館
に
迎
え
る
と
、
阿
那
瓌
は
弟
の
禿
突
佳
を
派
遣
し
て
娘

を
東
魏
に
送
ら
せ
、
さ
ら
に
高
歓
に
対
し
て
贈
物
を
お
く
り
、
禿
突
佳
に
対
し
て
も
訓
戒
を
与
え
、「
外
孫
の
誕
生
を
見
届
け
て
か
ら
柔
然

に
帰
国
す
る
よ
う
に
」
と
言
っ
た
。
蠕
蠕
公
主
の
性
格
は
厳
格
で
気
が
強
く
、
生
涯
、
中
国
の
言
葉
を
話
さ
な
か
っ
た
。
高
歓
が
、
か
つ
て

病
気
に
な
り
、
蠕
蠕
公
主
の
所
に
行
け
な
か
っ
た
と
き
、
禿
突
佳
が
高
歓
を
恨
み
、
怒
っ
た
の
で
、
高
歓
は
射
撃
部
屋
か
ら
病
人
用
の
輿
に

乗
り
、
公
主
の
も
と
に
赴
い
た
。
高
歓
が
公
主
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
高
歓
が
亡
く
な
る
と
、
息
子
の
高
澄
は
柔

然
の
国
法（

（2
（

に
従
っ
て
蠕
蠕
公
主
を
娶
り
、
一
人
の
娘
を
生
ん
だ
。

・『
北
史
』
巻
九
八
、
蠕
蠕
伝

武
定
四
年
（
五
四
六
）、
阿
那
瓌
に
は
愛
娘
が
お
り
公
主
と
称
し
て
い
た
が
、
高
歓
の
威
光
と
徳
が
日
ご
と
に
盛
況
に
な
っ
て
き
た
こ
と

を
見
て
、
ま
た
娘
の
公
主
を
高
歓
に
娶
せ
た
い
と
請
願
し
た
。
孝
静
帝
は
こ
れ
を
聞
く
と
高
歓
に
勅
書
を
下
し
、
阿
那
瓌
の
娘
を
娶
ら
せ
た
。

阿
那
瓌
は
、
吐
豆
発
の
郁
久
閭
汗
抜
や
介
添
え
の
侍
女
ら
を
派
遣
し
て
娘
を
晋
陽
ま
で
送
ら
せ
た
。
こ
の
婚
姻
に
よ
っ
て
東
魏
と
柔
然
の
国

境
地
帯
で
は
戦
闘
が
な
く
な
り
、
武
定
末
（
五
五
〇
年
頃
）
ま
で
使
者
の
朝
貢
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
。
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・『
北
斉
書
』
巻
九
、
神
武
明
皇
后
婁
氏
伝
（『
北
史
』
巻
十
四
斉
武
明
皇
后
婁
氏
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

神
武
・
高
歓
は
柔
然
に
圧
迫
さ
れ
た
の
で
、
柔
然
可
汗
の
娘
を
娶
っ
て
和
睦
し
た
い
と
考
え
た
。
し
か
し
決
断
し
か
ね
て
い
る
と
、
妻
の

明
皇
后
婁
氏
が
「
柔
然
と
の
婚
姻
は
国
家
の
大
計
で
す
。
ど
う
か
躊
躇
な
さ
い
ま
せ
ん
よ
う
に
」
と
言
っ
た
。
柔
然
可
汗
阿
那
瓌
の
娘
の
茹

茹
公
主
（
蠕
蠕
公
主
）
が
嫁
い
で
く
る
と
、
明
皇
后
は
正
室
を
退
き
、
公
主
を
正
室
に
住
ま
わ
せ
た
。
高
歓
が
恥
じ
入
り
、
心
か
ら
詫
び
る

と
、
明
皇
后
は
「
公
主
が
察
知
し
ま
す
か
ら
、
わ
た
し
に
構
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た（

（3
（

。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
五
九
、
梁
紀
十
五
、
武
帝
大
同
十
一
年
（
五
四
五
年
、
東
魏
の
武
定
三
年
）
条

西
魏
と
柔
然
の
頭
兵
可
汗
阿
那
瓌
が
共
謀
し
て
東
魏
の
討
伐
を
試
み
た
の
で
、
東
魏
の
宰
相
高
歓
は
事
態
を
憂
慮
し
、
行
台
郎
中
の
杜
弼

を
柔
然
に
派
遣
し
て
、
後
継
ぎ
の
高
澄
の
た
め
に
婚
姻
を
請
願
し
た
。
す
る
と
阿
那
瓌
は
「
高
歓
自
身
が
娶
る
の
で
あ
れ
ば
婚
姻
を
許
可
し

よ
う
」
と
言
っ
た
。
高
歓
が
悩
ん
で
決
断
で
き
ず
に
い
る
と
、
妻
の
婁
妃
が
「
柔
然
と
の
婚
姻
は
国
家
に
と
っ
て
の
大
計
で
す
。
躊
躇
し
て

は
な
り
ま
せ
ん
」
と
言
い
、
息
子
の
高
澄
と
尉
景
も
、
高
歓
と
柔
然
の
通
婚
を
勧
め
た
。
そ
こ
で
高
歓
は
鎮
南
将
軍
の
慕
容
儼
を
柔
然
に
行

か
せ
て
阿
那
瓌
の
娘
を
娶
り
、
蠕
蠕
公
主
と
呼
ん
だ
。

（
二
）
吐
谷
渾
と
の
婚
姻

（
１
）
吐
谷
渾
の
可
汗
夸
呂
の
従
妹
が
東
魏
の
孝
静
帝
に
嫁
ぐ
〔
五
四
五
年
、
武
定
三
〕

・『
魏
書
』
巻
十
二
、
孝
静
帝
紀
、
武
定
三
年
（
五
四
五
）
条
（『
北
史
』
巻
五
東
魏
孝
静
皇
帝
紀
は
同
文
な
の
で
省
略
）

東
魏
の
武
定
三
年
（
五
四
五
）
二
月
庚
申
の
日
、
吐
谷
渾
国
の
王
が
東
魏
に
対
し
、「
吐
谷
渾
王
の
従
妹
を
奉
り
ま
す
の
で
、
後
宮
に
入

れ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
申
し
出
た
の
で
、
孝
静
帝
は
吐
谷
渾
王
の
従
妹
を
娶
り
、
容
華
嬪
と
な
し
た
。

・『
魏
書
』
巻
一
〇
一
、
吐
谷
渾
伝
（『
北
史
』
巻
九
六
吐
谷
渾
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

東
魏
の
興
和
年
間
中
（
五
三
九
～
五
四
二
）、
高
歓
が
宰
相
と
な
り
、
遠
方
の
国
々
を
招
き
懐
柔
し
よ
う
と
し
た
。
柔
然
が
す
で
に
東
魏
に
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帰
順
し
た
の
で
、
夸
呂
も
東
魏
に
使
者
を
派
遣
し
、
敬
意
を
表
し
た
。
高
歓
が
大
義
を
説
い
て
吐
谷
渾
を
諭
し
、
朝
貢
を
求
め
た
の
で
、
夸

呂
は
使
者
の
趙
吐
骨
真
を
派
遣
し
、
柔
然
に
道
を
借
り
て
来
朝
さ
せ
た（

（3
（

。
ま
た
、
夸
呂
が
従
妹
を
妃
と
し
て
薦
め
た
の
で
、
孝
静
帝
は
夸
呂

の
従
妹
を
入
内
さ
せ
て
嬪
と
な
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
五
九
、
梁
紀
十
五
、
武
帝
大
同
十
一
年
（
五
四
五
年
、
東
魏
の
武
定
三
年
、
西
魏
の
大
統
十
一
年
）
二
月
条

武
定
三
年
（
五
四
五
）
二
月
庚
申
の
日
、
東
魏
の
孝
静
帝
が
吐
谷
渾
の
可
汗
の
従
妹
を
娶
り
、
容
華
と
し
た
。

（
２
）
広
楽
公
主
（
済
南
王
匡
の
孫
）
が
吐
谷
渾
の
夸
呂
に
降
嫁
〔
五
四
五
年
（
武
定
三
）
頃
〕

・『
魏
書
』
巻
一
〇
一
、
吐
谷
渾
伝
（『
北
史
』
巻
九
六
吐
谷
渾
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

武
定
三
年
（
五
四
五（

（3
（

）、
夸
呂
が
従
妹
を
妃
と
し
て
薦
め
た
の
で
、
孝
静
帝
は
夸
呂
の
従
妹
を
入
内
さ
せ
て
嬪
と
な
し
た
。
…
夸
呂
が
、

ま
た
東
魏
に
婚
姻
を
請
願
し
た
の
で
、
孝
静
帝
は
済
南
王
匡
の
孫
娘
を
広
楽
公
主
と
な
し
て
夸
呂
の
妻
と
し
た
。
こ
の
後
、
東
魏
に
対
す
る

吐
谷
渾
の
朝
貢
は
絶
え
な
か
っ
た
。

Ⅲ　

西
魏

西
魏
は
、
実
は
東
魏
よ
り
も
先
に
柔
然
と
婚
姻
を
結
ん
で
お
り
、
文
帝
が
阿
那
瓌
の
娘
（
悼
皇
后
）
を
娶
り
、
化
政
公
主
が
柔
然
の
塔
寒

（
阿
那
瓌
の
兄
弟
）
に
降
嫁
し
て
二
重
の
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
（
系
図
参
照
）。
そ
の
後
、
東
魏
が
西
魏
と
柔
然
の
連
合
を
恐
れ
、
柔
然
お
よ
び

吐
谷
渾
と
の
間
で
通
婚
・
連
繋
し
西
魏
包
囲
網
を
構
築
し
た
の
で
、
窮
し
た
西
魏
は
、
反
柔
然
の
新
興
国
突
厥
に
長
楽
公
主
を
降
嫁
さ
せ
対

抗
し
た
。
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（
一
）
柔
然
と
の
婚
姻

（
１
）
阿
那
瓌
の
長
女
（
悼
皇
后
）
が
西
魏
の
文
帝
に
嫁
ぐ
〔
五
三
八
年
、
大
統
四
〕

・『
北
史
』
巻
十
三
、
文
帝
文
皇
后
乙
弗
氏
伝

こ
の
と
き
西
魏
の
文
帝
は
新
た
に
関
中
（
長
安
）
に
都
を
置
き
、
東
に
出
撃
し
て
東
魏
を
征
伐
し
た
い
と
考
え
た
。
北
方
よ
り
柔
然
も
襲

来
し
て
辺
境
地
帯
を
攻
撃
し
た
が
、
文
帝
に
は
北
伐
を
行
う
余
裕
が
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
、
柔
然
と
婚
姻
を
結
ん
で
懐
柔
し
よ
う
と
考
え
た
。

そ
こ
で
文
皇
后
に
代
え
て
、
改
め
て
柔
然
出
身
の
悼
皇
后
を
娶
る
こ
と
と
し
、
文
皇
后
に
命
じ
て
別
宮
殿
に
移
住
さ
せ
、
出
家
さ
せ
て
尼
と

し
た
。
し
か
し
、
悼
皇
后
が
文
帝
と
文
皇
后
の
密
通
を
疑
っ
た
の
で
、
文
帝
は
再
度
、
文
皇
后
の
住
ま
い
を
秦
州
に
移
し
、
息
子
で
秦
州
刺

史
の
武
都
王
を
頼
ら
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
文
帝
は
国
家
の
た
め
大
計
を
決
断
し
た
が
、
文
皇
后
へ
の
恩
義
と
愛
情
を
忘
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
、

そ
の
後
、
秘
か
に
文
皇
后
に
命
じ
て
髪
を
伸
ば
さ
せ
、
還
俗
さ
せ
よ
う
と
企
て
た
。
し
か
し
、
こ
の
文
帝
の
秘
密
は
外
部
に
漏
れ
、
知
ら
な

い
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
西
魏
の
大
統
六
年
（
五
四
〇
）
春
、
柔
然
が
総
力
を
結
集
し
て
黄
河
を
渡
り
、
先
発
隊
は
す
で
に
夏
を
通
過
し
た
。

柔
然
は
悼
皇
后
の
由
縁
を
理
由
に
あ
げ
、
こ
の
戦
争
を
始
め
た
と
主
張
し
た
。
こ
の
た
め
文
帝
は
…
中
常
侍
の
曹
寵
を
文
皇
后
の
も
と
に
派

遣
し
て
直
筆
の
勅
命
を
与
え
、
文
皇
后
を
自
殺
さ
せ
た
。

・『
北
史
』
巻
十
三
、
文
帝
悼
皇
后
郁
久
閭
伝

文
帝
の
妻
、
悼
皇
后
・
郁
久
閭
氏
は
、
柔
然
の
可
汗
阿
那
瓌
の
長
女
で
あ
る
。
…
西
魏
の
大
統
年
間
の
初
め
（
五
三
五
年
頃
）、
柔
然
が
頻

繁
に
北
の
辺
境
地
帯
を
侵
犯
し
た
の
で
、
文
帝
は
阿
那
瓌
と
盟
約
を
交
わ
し
、
友
好
関
係
を
築
い
て
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
に
し
た
。
扶
風
王
の

孚
が
、
文
帝
よ
り
使
者
の
任
務
を
授
か
り
、
勅
命
を
奉
り
、
悼
皇
后
を
迎
え
る
た
め
出
立
し
た
。
柔
然
の
風
俗
で
は
東
方
を
尊
重
し
た
の
で
、

悼
皇
后
は
西
魏
に
や
っ
て
来
る
と
、
天
幕
を
設
け
る
際
に
扉
や
席
を
一
様
に
み
な
東
の
方
角
に
向
け
た
。
柔
然
の
一
行
の
車
は
七
百
台
、
馬

は
一
万
頭
、
ラ
ク
ダ
は
千
頭
で
、
黒
塩
池
に
到
達
し
た
時
、
西
魏
の
鹵
簿
や
文
物
が
よ
う
や
く
到
着
し
た
。
扶
風
王
の
孚
は
悼
皇
后
に
対
し
、
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南
に
顔
を
向
け
て
文
帝
か
ら
の
勅
書
を
受
け
る
よ
う
請
願
し
た
が
、
悼
皇
后
は
「
わ
た
し
は
ま
だ
西
魏
の
皇
帝
に
お
会
い
し
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
柔
然
の
娘
で
す
。
西
魏
の
兵
士
は
南
を
向
き
、
わ
た
し
自
ら
は
東
に
顔
を
向
け
て
勅
書
を
受
け
ま
す
」
と
言
っ
た
。
扶
風
王
の
孚
は
返

す
言
葉
が
な
か
っ
た
。
西
魏
の
大
統
四
年
（
五
三
八
）
正
月
、
悼
皇
后
が
都
に
到
着
し
、
皇
后
に
冊
立
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
皇
后
は
十
四
歳

で
あ
っ
た
。

・『
北
史
』
巻
九
八
、
蠕
蠕
伝

西
魏
の
文
帝
は
、
自
ら
も
阿
那
瓌
の
娘
を
娶
っ
て
皇
后
と
し
た
。
…
阿
那
瓌
が
廃
后
（
文
皇
后
）
の
こ
と
を
言
う
の
で
、
文
帝
は
や
む
を

得
ず
、
勅
書
を
下
し
て
廃
后
を
自
害
さ
せ
た
。
…
東
魏
の
興
和
二
年
（
五
四
〇
）
春
、
阿
那
瓌
は
、
ま
た
龍
無
駒
ら
を
派
遣
し
東
魏
に
朝
貢

さ
せ
た
が
、
ま
だ
柔
然
の
誠
意
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
西
魏
の
文
帝
の
妻
と
な
っ
て
い
た
阿
那
瓌
の
娘
（
悼
皇
后
）
が
病
気
で
亡

く
な
る
と
、
東
魏
の
高
歓
は
相
府
功
曹
参
軍
の
張
徽
纂
を
阿
那
瓌
の
も
と
に
派
遣
し
、
ひ
そ
か
に
説
得
し
て
、「
西
魏
の
文
帝
と
宇
文
泰
は
、

孝
武
帝
を
殺
害
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
ま
た
、
阿
那
瓌
ど
の
の
娘
御
（
悼
皇
后
）
も
殺
し
ま
し
た
。
そ
の
う
え
偽
っ
て
、
宗
室
の
中
で
も

遠
縁
の
娘
に
公
主
の
称
号
を
与
え
、
柔
然
に
嫁
が
せ
て
親
族
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
阿
那
瓌
ど
の
が
黄
河
を
渡
っ
て
征
西
し
た
と
き
、
宇

文
泰
は
草
を
焼
い
て
柔
然
の
軍
馬
を
飢
え
さ
せ
、
南
に
進
軍
で
き
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
西
魏
の
裏
切
り
、
反
逆
、
不

義
の
実
態
な
の
で
す
」
と
言
っ
た
。
ま
た
高
歓
は
「
東
魏
こ
そ
が
北
魏
の
正
統
な
る
後
継
者
で
あ
る
」
と
論
じ
…
さ
ら
に
阿
那
瓌
に
対
し
、

偽
っ
て
、「
…
悼
皇
后
は
西
魏
に
す
で
に
殺
さ
れ
、
西
魏
か
ら
の
あ
し
ら
い
は
欺
瞞
に
満
ち
て
い
ま
す
。
西
魏
の
不
仁
、
不
信
は
、
許
し
が

た
い
。
西
魏
を
討
伐
す
べ
き
で
す
…
」
と
言
っ
た
。
…
阿
那
瓌
は
大
臣
を
召
し
て
議
論
し
、
東
魏
に
忠
誠
を
誓
う
こ
と
に
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
五
八
、
梁
紀
十
四
、
武
帝
大
同
四
年
（
五
三
八
年
、
西
魏
の
大
統
四
年
）
二
月
条

ま
た
、
西
魏
の
宰
相
宇
文
泰
は
文
帝
に
対
し
、「
乙
弗
皇
后
を
廃
し
、
頭
兵
可
汗
・
阿
那
瓌
の
娘
を
妃
と
し
て
後
宮
に
入
れ
る
よ
う
に
」

と
請
願
し
た
。
そ
こ
で
西
魏
の
大
統
四
年
（
五
三
八
）
二
月
甲
辰
の
日
、
文
帝
は
乙
弗
皇
后
を
尼
と
な
し
、
扶
風
王
の
孚
に
阿
那
瓌
の
娘
を
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迎
え
に
行
か
せ
、
皇
后
と
し
た
。
阿
那
瓌
は
つ
い
に
東
魏
の
使
者
元
整
を
抑
留
し
、
使
者
と
し
て
の
任
務
に
つ
い
て
東
魏
に
報
告
さ
せ
な

か
っ
た
。

（
２
）
化
政
公
主
（
元
翌
の
娘
）
が
柔
然
の
塔
寒
（
阿
那
瓌
の
兄
弟
）
に
降
嫁
〔
五
三
八
年
、
大
統
四
〕

・『
北
史
』
巻
九
八
、
蠕
蠕
伝

東
魏
と
西
魏
は
、
競
っ
て
柔
然
の
阿
那
瓌
と
通
婚
し
友
好
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
た
。
西
魏
の
文
帝
は
、
孝
武
帝
の
時
代
に
舎
人
の
官
職
に

あ
っ
た
元
翌
の
娘
を
化
政
公
主
と
名
づ
け
、
阿
那
瓌
の
兄
弟
の
塔
寒
の
妻
と
な
し
、
ま
た
、
文
帝
自
ら
も
阿
那
瓌
の
娘
を
後
宮
に
入
れ
て
妃

（
悼
皇
后
）
と
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
五
八
、
梁
紀
十
四
、
武
帝
大
同
四
年
（
五
三
八
年
、
西
魏
の
大
統
四
年
）
条

初
め
、
頭
兵
可
汗
・
阿
那
瓌
は
柔
然
へ
の
帰
国
を
果
た
す
と
、
西
魏
に
対
し
礼
を
尽
く
し
て
仕
え
た
。
…
西
魏
の
宰
相
宇
文
泰
は
、
新
た

に
関
中
（
長
安
）
に
都
を
構
え
た
。
し
か
し
、
山
東
が
、
い
ま
ま
さ
に
東
魏
と
の
間
で
戦
闘
状
態
な
の
で
、
宇
文
泰
は
柔
然
と
婚
姻
を
結
ん

で
懐
柔
し
た
い
と
考
え
て
、
舎
人
の
元
翌
の
娘
を
化
政
公
主
と
な
し
て
、
阿
那
瓌
の
弟
・
塔
寒
の
妻
と
し
た
。

（
二
）
突
厥
と
の
婚
姻
、
長
楽
公
主
が
突
厥
可
汗
の
土
門
に
降
嫁
〔
五
五
一
年
、
大
統
十
七
〕

・『
周
書
』
巻
五
十
、
突
厥
伝
（『
北
史
』
巻
九
九
突
厥
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

突
厥
は
、
柔
然
の
臣
下
に
な
っ
た
。
そ
し
て
金
山
（
ア
ル
タ
イ
山
脈
）
の
南
に
住
み
、
柔
然
の
鉄
工
職
人
と
な
っ
た
。
…
西
魏
の
大
統

十
二
年
（
五
四
六
）、
土
門
は
つ
い
に
使
者
を
西
魏
に
派
遣
し
、
特
産
物
を
献
上
し
た
。
こ
の
と
き
鉄
勒
が
柔
然
を
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
の

で
、
土
門
は
配
下
を
率
い
て
鉄
勒
を
迎
撃
し
て
打
ち
破
り
、
鉄
勒
の
五
万
餘
の
部
落
を
降
伏
に
追
い
込
ん
だ
。
土
門
は
強
盛
に
自
信
を
深
め
、

柔
然
に
求
婚
し
た
。
し
か
し
、
柔
然
の
王
阿
那
瓌
は
た
い
そ
う
怒
り
、
突
厥
に
使
者
を
送
り
つ
け
る
と
、
土
門
を
罵
り
は
ず
か
し
め
、「
お

ま
え
は
柔
然
の
鉄
工
奴
隷
の
く
せ
に
、
結
婚
し
た
い
な
ど
と
、
身
の
ほ
ど
知
ら
ず
な
こ
と
を
、
よ
く
言
え
た
も
の
だ
」
と
言
っ
た
。
土
門
も
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ま
た
怒
り
、
柔
然
の
使
者
を
殺
す
と
、
つ
い
に
柔
然
と
の
友
好
関
係
を
絶
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
土
門
は
西
魏
に
求
婚
し
た
。
西
魏
の
宇

文
泰
は
突
厥
へ
の
公
主
降
嫁
を
許
可
し
、
大
統
十
七
年
（
五
五
一
）
六
月
、
西
魏
の
長
楽
公
主
を
土
門
の
妻
と
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
六
四
、
梁
紀
二
十
、
簡
文
帝
大
宝
二
年
（
五
五
一
年
、
西
魏
の
大
統
十
七
年
）
条

鉄
勒
が
柔
然
を
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
突
厥
の
酋
長
土
門
は
鉄
勒
を
迎
撃
し
て
打
ち
破
り
、
鉄
勒
の
五
万
餘
の
部
落
を
す
べ
て
降
伏

さ
せ
た
。
土
門
は
強
盛
に
自
信
を
深
め
、
柔
然
に
求
婚
し
た
が
、
柔
然
の
頭
兵
可
汗
阿
那
瓌
は
た
い
そ
う
怒
り
、
人
を
派
遣
し
て
土
門
を
罵

り
は
ず
か
し
め
、「
お
ま
え
は
、
わ
た
し
の
鉄
工
奴
隷
の
く
せ
に
、
こ
ん
な
身
の
ほ
ど
知
ら
ず
な
こ
と
を
、
よ
く
言
え
た
も
の
だ
」
と
言
っ

た
。
土
門
も
ま
た
怒
り
、
柔
然
の
使
者
を
殺
す
と
、
つ
い
に
柔
然
と
の
友
好
関
係
を
絶
ち
、
西
魏
に
求
婚
し
た
。
西
魏
の
宰
相
宇
文
泰
は
、

長
楽
公
主
を
土
門
の
妻
と
し
た
。

Ⅳ　

北
周

西
魏
と
東
魏
の
対
立
構
図
は
北
周
と
北
斉
に
も
継
承
さ
れ
、
北
周
と
北
斉
は
互
い
に
敵
手
を
凌
駕
せ
ん
と
、
競
っ
て
突
厥
と
の
婚
姻
同
盟

を
画
策（

（3
（

し
、
北
周
の
武
帝
が
、
突
厥
の
木
杆
可
汗
の
娘
（
阿
史
那
皇
后
）
を
娶
っ
て
皇
后
と
な
し
た
。

（
一
）
突
厥
の
木
杆
可
汗
の
娘
（
阿
史
那
皇
后
）
が
北
周
の
武
帝
に
嫁
ぐ
〔
五
六
八
年
、
天
和
三
〕

・『
周
書
』
巻
五
、
武
帝
紀
上
、
天
和
三
年
（
五
六
八
）
条
（『
北
史
』
巻
十
周
本
紀
下
高
祖
武
帝
紀
は
同
文
な
の
で
省
略
）

天
和
三
年
（
五
六
八
）
三
月
癸
卯
の
日
、
皇
后
の
阿
史
那
氏（

（3
（

が
突
厥
よ
り
都
長
安
に
到
着
し
た
。

・『
周
書
』
巻
九
、
武
帝
阿
史
那
皇
后
伝
（『
北
史
』
巻
十
四
周
武
成
皇
后
阿
史
那
氏
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

武
帝
の
妻
の
阿
史
那
皇
后
は
、
突
厥
の
第
三
代
可
汗
で
あ
る
木
杆
可
汗
・
俟
斤（

（3
（

の
娘
で
あ
る
。
突
厥
は
柔
然
を
滅
ぼ
し
た
後
、
塞
表
の
地

を
尽
く
支
配
し
、
数
十
万
の
強
兵
を
有
し
、
中
華
を
凌
ぎ
た
い
と
志
を
立
て
た
。
太
祖
の
宇
文
泰
は
北
斉
と
中
国
の
覇
権
を
争
っ
て
い
た
の
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で
、
突
厥
と
婚
姻
を
結
ん
で
援
軍
を
獲
得
し
た
い
と
考
え
た
。
木
杆
可
汗
は
初
め
娘
を
北
周
の
皇
帝
に
娶
せ
た
い
と
考
え
た
が
、
や
が
て
後

悔
し
た
。
高
祖
武
帝
が
即
位
す
る
と
、
突
厥
に
幾
度
も
使
者
を
派
遣
し
て
婚
姻
の
約
束
を
交
わ
し
た
の
で
、
木
杆
可
汗
は
阿
史
那
皇
后
を
武

帝
に
嫁
が
せ
る
こ
と
を
許
し
た
。
北
周
の
保
定
五
年
（
五
六
五
）
二
月
、
武
帝
は
、
陳
国
公
の
純
、
許
国
公
の
宇
文
貴
、
神
武
公
の
竇
毅
、

南
陽
安
公
の
楊
荐
ら
に
勅
書
を
下
し
、
阿
史
那
皇
后
を
奉
る
た
め
の
贈
物
と
仮
宮
殿
、
六
宮
以
下
の
百
二
十
人
を
揃
え
さ
せ
て
、
木
杆
可
汗

の
天
幕
に
行
か
せ
、
皇
后
を
北
周
に
迎
え
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
木
杆
可
汗
は
北
斉
に
対
し
て
も
婚
姻
を
許
し
、
二
心
を
抱
き
始
め
た
。
こ
の

た
め
陳
国
公
の
純
ら
は
何
年
間
も
突
厥
に
抑
留
さ
れ
、
北
周
に
帰
国
し
て
武
帝
に
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
陳
国
公
の
純
は
木
杆

可
汗
に
信
義
を
説
い
た
が
、
可
汗
は
従
わ
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
激
し
い
雷
や
大
風
が
起
こ
り
、
木
杆
可
汗
の
天
幕
を
破
壊
し
、
雷
と
大
風

は
十
日
ほ
ど
止
ま
な
か
っ
た
。
木
杆
可
汗
は
た
い
そ
う
恐
れ
、
こ
れ
は
天
罰
だ
と
考
え
、
礼
儀
を
尽
く
し
て
阿
史
那
皇
后
を
北
周
に
送
っ
て

き
た
。
陳
国
公
純
ら
は
仮
宮
殿
を
設
け
、
羽
儀
の
旗
を
並
べ
、
皇
后
を
奉
っ
て
北
周
に
帰
還
し
た
。
天
和
三
年
（
五
六
八
）
三
月
、
阿
史
那

皇
后
が
長
安
に
到
着
し
た
の
で
、
武
帝
は
皇
后
の
所
に
行
き
、
親
迎
の
礼（

（3
（

を
尽
く
し
て
迎
え
た
。
皇
后
の
容
貌
は
美
し
く
、
武
帝
は
深
く
敬

愛
し
た
。

・『
周
書
』
巻
五
十
、
突
厥
伝
（『
北
史
』
巻
九
九
突
厥
伝
は
同
文
な
の
で
省
略
）

保
定
元
年
（
五
六
一
）、
木
杆
可
汗
・
俟
斤
は
、
ま
た
三
回
、
北
周
に
対
し
て
使
者
を
派
遣
し
特
産
物
を
献
上
し
た
。
こ
の
と
き
北
周
は

北
斉
と
互
い
に
戦
い
、
連
年
出
動
し
て
い
た
の
で
、
突
厥
と
結
べ
ば
外
か
ら
援
軍
を
得
ら
れ
る
と
考
え
た
。
初
め
、
西
魏
の
恭
帝
の
時
代
、

木
杆
可
汗
は
娘
を
北
周
の
太
祖
宇
文
泰
に
妻
と
し
て
進
呈
す
る
こ
と
を
許
し
た
が
、
婚
約
が
決
ま
ら
な
い
う
ち
に
宇
文
泰
が
亡
く
な
っ
た
。

間
も
な
く
、
木
杆
可
汗
は
ま
た
他
の
娘
を
高
祖
武
帝
に
嫁
が
せ
る
こ
と
を
許
し
た
が
、
結
納
を
交
わ
さ
な
い
う
ち
に
北
斉
も
ま
た
使
者
を
派

遣
し
て
突
厥
に
求
婚
し
た
。
木
杆
可
汗
は
、
北
斉
の
手
厚
い
贈
物
を
貪
り
た
い
と
考
え
、
北
周
と
の
婚
姻
を
後
悔
し
始
め
た
。
そ
こ
で
武
帝

は
勅
書
を
下
し
、
涼
州
刺
史
の
楊
荐
、
武
伯
の
王
慶
ら
を
突
厥
に
行
か
せ
、
北
周
と
の
婚
姻
を
木
杆
可
汗
に
結
ば
せ
る
こ
と
に
し
た
。
王
慶
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ら
は
突
厥
に
赴
き
、
信
義
を
も
っ
て
可
汗
を
諭
し
た
の
で
、
木
杆
可
汗
も
つ
い
に
北
斉
の
使
者
と
の
交
渉
を
や
め
、
北
周
と
の
結
婚
を
決
め

た
。
そ
し
て
、
木
杆
可
汗
は
国
を
あ
げ
て
北
斉
征
伐
を
行
い
た
い
と
請
願
し
た
。
…
保
定
五
年
（
五
六
五
）、
武
帝
は
勅
書
を
下
し
、
陳
国

公
の
純
、
大
司
徒
の
宇
文
貴
、
神
武
公
の
竇
毅
、
南
安
公
の
楊
荐
ら
を
突
厥
に
派
遣
し
、
木
杆
可
汗
の
娘
を
北
周
に
迎
え
さ
せ
た
。
天
和
二

年
（
五
六
七
）、
木
杆
可
汗
は
ま
た
使
者
を
派
遣
し
て
北
周
に
朝
貢
し
た
。
陳
公
の
純
ら
が
突
厥
に
赴
い
た
と
き
、
木
杆
可
汗
は
ま
た
北
斉

と
も
通
じ
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
激
し
い
雷
や
大
風
が
起
こ
っ
た
の
で
、
可
汗
は
（
天
罰
を
恐
れ
）
純
ら
に
対
し
、
皇
后
（
阿
史
那
皇
后
）
を

北
周
に
連
れ
帰
る
こ
と
を
許
し
た
の
で
あ
っ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
七
〇
、
陳
紀
四
、
臨
海
王
光
大
二
年
（
五
六
八
、
北
周
の
天
和
三
年
）
条

突
厥
の
木
杆
可
汗
は
北
周
に
対
し
て
二
心
を
抱
き
、
改
め
て
北
斉
に
婚
姻
を
許
し
、
北
周
の
使
者
・
陳
公
純
ら
を
数
年
間
、
突
厥
に
留
め

て
帰
国
さ
せ
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
激
し
い
雷
や
大
風
が
起
こ
り
、
可
汗
の
天
幕
を
破
壊
し
た
。
雷
や
大
風
は
十
日
ほ
ど
止
ま
な
か
っ
た
。

木
杆
可
汗
は
恐
れ
、
天
罰
だ
と
考
え
、
す
ぐ
に
礼
を
尽
く
し
て
娘
を
北
周
に
送
り
、
陳
公
純
ら
は
木
杆
可
汗
の
娘
を
奉
っ
て
北
周
に
帰
還
し

た
。
天
和
三
年
（
五
六
八
）
三
月
癸
卯
の
日
、
一
行
は
長
安
に
到
着
し
、
武
帝
は
親
迎
の
礼
を
行
っ
て
可
汗
の
娘
を
迎
え
た
。

（
二
）
北
周
の
千
金
公
主
が
突
厥
の
東
面
可
汗
摂
図
に
降
嫁
〔
五
八
〇
年
、
大
象
二
年
〕

北
周
は
静
帝
時
代
、
千
金
公
主
（
趙
王
招
の
娘
）
を
突
厥
に
降
嫁
さ
せ
た
。
千
金
公
主
は
、
北
周
の
滅
亡
後
、
隋
の
文
帝
よ
っ
て
大
義
公

主
に
改
封
さ
れ
た
た
め
、
隋
代
の
和
蕃
公
主
と
し
て
別
稿（

（3
（

で
史
料
の
訳
注
を
行
っ
た
。
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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注（
１
）
和
蕃
公
主
研
究
に
は
日
野
開
三
郎
「
唐
代
の
和
蕃
公
主
」（『
東
洋
史
学
論
集
』
第
九
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
八
四
年
三
月
、
初
出
は
一
九

七
八
年
）、
小
川
昭
一
「
和
蕃
公
主
の
文
学
」（『
花
園
大
学
研
究
紀
要
』
巻
一
二
、
一
九
八
一
年
）、
崔
明
徳
『
中
国
古
代
和
親
通
史
』（
人
民

出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
藤
野
月
子
「
漢
唐
間
に
お
け
る
和
蕃
公
主
の
降
嫁
に
つ
い
て
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
七
編
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）、

藤
野
月
子
「
五
胡
北
朝
隋
唐
期
に
お
け
る
和
蕃
公
主
の
降
嫁
―
そ
の
時
代
的
特
質
と
の
関
連
に
つ
い
て
」（『
歴
史
学
研
究
』
八
五
五
号
、
二

〇
〇
九
年
七
月
）、
藤
野
月
子
『
王
昭
君
か
ら
文
成
公
主
へ
―
中
国
古
代
の
国
際
結
婚
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）、
拙
稿
「
降
嫁

が
成
立
し
な
か
っ
た
和
蕃
公
主
の
事
例
に
見
る
唐
代
の
外
交
関
係
」（『
古
代
文
化
』
七
四
巻
一
号
、
二
〇
二
二
年
）、「
王
莽
期
の
匈
奴
対
策

に
お
け
る
王
昭
君
一
族
の
外
交
的
活
動
」（『
総
合
女
性
史
研
究
』
四
〇
号
、
二
〇
二
三
年
）
等
が
あ
る
。

（
２
）
北
魏
お
よ
び
北
朝
に
つ
い
て
は
、
川
本
義
昭
『
中
国
の
歴
史
五 

中
華
の
崩
壊
と
拡
大
・
魏
晋
南
北
朝
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
三
崎

良
章
『
五
胡
十
六
国
・
新
訂
版
』（
東
方
書
店
、
二
〇
一
二
年
）、
窪
添
慶
文
『
北
魏
史
』（
東
方
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）、
松
下
憲
一
『
中
華

を
生
ん
だ
遊
牧
民
―
鮮
卑
拓
跋
氏
の
歴
史
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
二
三
年
）
等
を
参
照
。

（
３
）
柔
然
は
、
蠕
蠕
、
茹
茹
と
も
記
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
柔
然
で
統
一
す
る
。
柔
然
に
つ
い
て
は
、
内
田
吟
風
「
柔
然
時
代
蒙
古
史
年
表
」

（『
北
ア
ジ
ア
史
研
究
―
鮮
卑
柔
然
突
厥
篇
』
同
朋
舎
、
一
九
七
五
年
）、
周
偉
洲
『
敇
勒
与
柔
然
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

初
版
は
一
九
八
三
年
）
参
照
。

（
４
）
北
朝
に
お
け
る
和
蕃
公
主
の
降
嫁
に
つ
い
て
は
、
藤
野
月
子
「
五
胡
北
朝
隋
唐
期
に
お
け
る
和
蕃
公
主
の
降
嫁
」、
藤
野
月
子
『
王
昭
君
か

ら
文
成
公
主
へ
』。
ま
た
西
魏
・
東
魏
・
北
周
・
北
斉
と
柔
然
・
突
厥
と
の
婚
姻
外
交
や
公
主
降
嫁
政
策
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
西
魏
・
北
周

の
対
外
政
策
と
中
国
再
統
一
へ
の
プ
ロ
セ
ス
」（『
史
窓
』
七
〇
号
、
二
〇
一
三
年
）、
拙
稿
「
突
厥
・
吐
蕃
・
ウ
イ
グ
ル
が
周
辺
諸
国
と
の
間

で
展
開
し
た
婚
姻
外
交
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
際
情
勢
」（『
鷹
陵
史
学
』
四
四
号
、
二
〇
一
八
年
）
等
を
参
照
。

（
５
）
拙
稿
「
漢
代
和
蕃
公
主
に
関
す
る
諸
史
料
の
訳
注 

―
『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』『
資
治
通
鑑
』
よ
り
」（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
研
究
紀
要
・
史
学
編
』
二
四
号
、
二
〇
二
五
年
）、「
隋
代
和
蕃
公
主
に
関
す
る
諸
史
料
の
訳
注
―
『
隋
書
』『
周
書
』『
旧
唐
書
』

『
新
唐
書
』『
資
治
通
鑑
』
よ
り
」（『
立
命
館
東
洋
史
學
』
四
七
号
、
二
〇
二
五
年
）、「
唐
代
和
蕃
公
主
に
関
す
る
諸
史
料
の
訳
注
―
『
旧
唐
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書
』『
新
唐
書
』『
資
治
通
鑑
』
よ
り
」（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
・
史
学
編
』
二
三
号
、
二
〇
二
四
年
）。

（
６
）『
魏
書
』『
北
史
』
蠕
蠕
伝
に
つ
い
て
は
内
田
吟
風
氏
の
訳
注
、『
魏
書
』
吐
谷
渾
伝
、
沮
渠
蒙
遜
伝
に
つ
い
て
は
小
谷
仲
男
氏
と
筆
者
の
訳

注
、『
周
書
』
突
厥
伝
に
つ
い
て
は
山
田
信
夫
氏
の
訳
注
、『
魏
書
』
高
麗
伝
に
つ
い
て
は
井
上
秀
雄
氏
の
訳
注
が
あ
る
。
内
田
吟
風
訳
註

「
蠕
蠕
・
苪
苪
伝
（
魏
書
・
北
史
）」（『
騎
馬
民
族
史
一
・
正
史
北
狄
伝
』
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）、
小
谷
仲
男
・
菅
沼
愛
語
「
南
朝
正
史
西

戎
伝
と
『
魏
書
』
吐
谷
渾
・
高
昌
伝
の
訳
注
」（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
・
史
学
編
』
十
二
号
、
二
〇
一
三
年
）、
小

谷
仲
男
・
菅
沼
愛
語
「
南
北
朝
正
史
の
沮
渠
蒙
遜
伝
、
氐
胡
伝
、
宕
昌
伝
訳
注
」（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
・
史
学

編
』
十
三
号
、
二
〇
一
四
年
）、
山
田
信
夫
訳
注
「
突
厥
伝
（
周
書
）」（『
騎
馬
民
族
史
二
・
正
史
北
狄
伝
』
平
凡
社
、
一
九
七
二
年
）、
井
上

秀
雄
他
訳
注
「
高
句
麗
伝
（
魏
書
）」（『
東
ア
ジ
ア
民
族
史
一
・
正
史
東
夷
伝
』
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
）。

（
７
）
例
え
ば
、
烈
帝
の
公
主
は
前
燕
王
慕
容
皝
（
元
真
）
に
降
嫁
し
、
遼
西
公
主
（
昭
成
帝
の
娘
）
は
鮮
卑
賀
蘭
部
の
族
長
賀
野
干
に
降
嫁
し
、

平
帝
の
公
主
は
賀
訥
（
賀
野
干
の
子
）
に
降
嫁
し
た
。
ま
た
、
代
国
は
前
燕
と
の
間
で
二
重
の
婚
姻
も
交
わ
し
て
お
り
、
前
燕
王
慕
容
皝
に

烈
帝
の
公
主
が
降
嫁
す
る
と
同
時
に
、
昭
成
帝
が
慕
容
皝
の
妹
を
娶
っ
て
皇
后
と
し
た
。『
魏
書
』
巻
一
序
紀
昭
成
皇
帝
紀
、
巻
十
三
昭
成
皇

后
慕
容
氏
伝
、
巻
八
三
賀
訥
伝
。
な
お
、
本
稿
は
紙
幅
の
都
合
上
、
代
国
に
お
け
る
公
主
降
嫁
や
婚
姻
外
交
に
関
す
る
諸
史
料
の
訳
注
を
割

愛
す
る
。

（
８
）
藤
野
月
子
氏
は
、
道
武
帝
が
漢
高
祖
に
よ
る
和
蕃
公
主
の
降
嫁
政
策
に
倣
っ
て
北
魏
の
公
主
降
嫁
を
改
制
し
、
近
隣
諸
国
や
来
降
者
に
対

し
て
は
公
主
を
降
嫁
す
る
が
、
臣
下
へ
の
降
嫁
は
行
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
道
武
帝
が
改
制
に
よ
っ
て
帝
権
強
化
を
図
っ
た
こ
と
な
ど
を
論

考
し
て
い
る
。
藤
野
『
王
昭
君
か
ら
文
成
公
主
へ
』
六
一
～
七
二
頁
。

（
９
）『
漢
書
』
巻
四
三
婁
敬
（
劉
敬
）
伝
。
婁
敬
は
、
公
主
を
匈
奴
に
降
嫁
さ
せ
、
公
主
の
生
ん
だ
子
を
単
于
と
な
せ
ば
匈
奴
を
臣
従
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
と
述
べ
て
、
魯
元
公
主
（
高
祖
と
呂
后
の
娘
）
の
匈
奴
へ
の
降
嫁
を
提
言
し
た
。
拙
稿
「
漢
代
和
蕃
公
主
に
関
す
る
諸
史
料
の

訳
注
」
参
照
。

（
10
）
藤
野
月
子
氏
は
「
賓
附
之
国
」
へ
の
公
主
降
嫁
に
つ
い
て
検
討
し
、
道
武
帝
が
近
隣
諸
国
お
よ
び
近
隣
国
か
ら
投
降
し
た
者
に
対
し
て
、

公
主
を
降
嫁
さ
せ
た
と
論
じ
た
。
注
（
８
）
参
照
。
本
稿
も
、「
賓
附
之
国
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
藤
野
氏
の
説
も
踏
ま
え
翻
訳
を
試
み
た
。
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（
11
）『
北
史
』
巻
二
〇
閭
大
肥
伝
で
は
、
華
陽
公
主
と
記
さ
れ
る
。
華
陰
（
華
陽
）
公
主
は
道
武
帝
と
皇
后
劉
氏
の
娘
で
あ
り
、
明
元
帝
の
同
母

姉
で
あ
る
。『
魏
書
』
巻
十
三
道
武
宣
穆
皇
后
劉
氏
伝
。

（
12
）
赫
連
昌
は
、
夏
の
初
代
皇
帝
赫
連
勃
勃
の
息
子
。
四
二
七
年
、
北
魏
軍
が
夏
の
都
万
城
を
占
領
し
、
赫
連
昌
は
捕
縛
さ
れ
た
。

（
13
）
呉
提
は
勅
連
可
汗
と
称
し
、
在
位
は
四
二
九
年
～
四
四
四
年
。
太
延
二
年
（
四
三
六
）
北
魏
を
攻
め
、
太
延
五
年
（
四
三
九
）
太
武
帝
の

北
涼
遠
征
時
も
北
魏
を
攻
撃
し
た
。『
魏
書
』
蠕
蠕
伝
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
三
。

（
14
）
太
武
帝
は
北
涼
に
攻
め
入
る
に
あ
た
っ
て
、
沮
渠
牧
犍
の
罪
十
二
条
を
述
べ
立
て
た
。

（
15
）『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
五
、
元
嘉
二
十
四
年
（
四
四
七
年
、
太
平
真
君
八
年
）
条
に
拠
る
。

（
16
）『
魏
書
』
巻
四
世
祖
紀
、
太
延
五
年
（
四
三
九
年
）
の
条
に
「
楊
保
宗
を
征
南
大
将
軍
・
秦
州
牧
・
武
都
王
と
な
し
た
」
と
見
え
る
の
で
、

楊
保
宗
へ
の
公
主
降
嫁
も
太
延
五
年
と
推
定
さ
れ
る
。

（
17
）『
魏
書
』
巻
四
世
祖
紀
、
太
平
真
君
四
年
（
四
四
三
年
）
の
条
に
「
夏
四
月
、
武
都
王
の
楊
保
宗
が
謀
反
を
起
こ
し
た
の
で
諸
将
が
捕
え
て

平
城
に
送
り
届
け
た
」
と
あ
る
。

（
18
）
原
文
の
「
継
好
息
民
」
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
隠
公
七
年
の
言
葉
。

（
19
）
予
成
は
呉
提
の
孫
。
在
位
は
四
六
四
年
～
四
八
五
年
。
宋
に
も
頻
繁
に
遣
使
し
、
斉
と
連
繋
し
て
北
魏
挟
撃
も
画
策
し
た
。

（
20
）『
儀
礼
』
の
士
昏
礼
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
を
結
ぶ
際
、
納
采
、
問
名
、
納
吉
、
納
徴
、
請
期
、
親
迎
の
六
つ
の
儀
礼
を
行
っ
た
。
藤
野
月
子

「
和
蕃
公
主
の
降
嫁
に
お
け
る
婚
儀
の
實
態
」（『
東
方
学
』
第
一
二
四
巻
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（
21
）
高
句
麗
の
二
十
代
目
の
王
で
、
長
寿
王
と
称
す
。
在
位
は
三
九
四
年
～
四
九
一
年
。

（
22
）
北
燕
王
馮
文
通
の
娘
は
太
武
帝
に
嫁
い
で
い
た
が
、
太
武
帝
が
北
燕
を
攻
撃
し
た
た
め
、
文
通
は
高
句
麗
に
亡
命
し
、
北
燕
は
滅
亡
し
た

（
四
三
六
年
）。
そ
れ
ゆ
え
、
高
句
麗
王
は
、
通
婚
し
て
も
北
魏
の
高
句
麗
攻
撃
を
阻
止
で
き
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

（
23
）
予
成
は
、
孝
文
帝
に
求
婚
し
た
翌
年
の
建
元
元
年
（
四
七
九
）
十
餘
万
の
軍
勢
を
率
い
北
魏
の
辺
境
地
帯
を
襲
撃
し
た
（『
資
治
通
鑑
』

巻
一
三
五
）。
予
成
は
南
朝
と
連
合
し
て
北
魏
を
攻
撃
す
る
方
が
有
利
と
判
断
し
、
北
魏
と
の
通
婚
を
止
め
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
24
）
阿
那
瓌
の
可
汗
号
は
、
勅
連
頭
兵
豆
伐
可
汗
。
在
位
は
五
二
〇
年
～
五
五
二
年
。
阿
那
瓌
は
、
東
魏
と
西
魏
の
対
立
も
利
用
し
て
勢
力
を

北魏・東魏・西魏・北周の婚姻外交に関する史料訳注117



拡
大
し
た
。
長
女
は
西
魏
文
帝
の
皇
后
、
次
女
の
蠕
蠕
公
主
は
高
歓
の
妻
、
孫
娘
の
隣
和
公
主
は
高
湛
（
高
歓
の
子
）
の
妻
と
な
っ
た
。

（
25
）
隣
和
公
主
の
墓
は
河
北
省
磁
県
で
発
掘
さ
れ
、
墓
誌
も
出
土
し
た
。
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
公
主
は
武
定
八
年
（
五
五
〇
）
十
三
歳
で
死
去
し

た
。
板
橋
暁
子
「
高
歓
に
嫁
い
だ
茹
茹
公
主
の
処
遇
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
二
八
号
、
二
〇
二
四
年
）
六
八
頁
。

（
26
）
氣
賀
澤
保
規
監
修
、
池
田
恭
哉
他
訳
『
中
国
史
書
入
門
・
現
代
語
訳
・
北
斉
書
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
一
年
）
一
一
六
～
一
一
七
頁
で
、

『
北
斉
書
』
武
成
帝
紀
の
該
当
箇
所
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）
蠕
蠕
公
主
の
墓
誌
も
出
土
し
て
お
り
、
墓
誌
に
よ
れ
ば
公
主
は
武
定
六
年
（
五
四
八
）
十
九
歳
で
死
去
し
た
。
板
橋
暁
子
「
高
歓
に
嫁
い

だ
茹
茹
公
主
の
処
遇
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」。

（
28
）
高
澄
は
、
北
斉
時
代
に
文
襄
帝
と
追
尊
さ
れ
た
。

（
29
）
匈
奴
・
突
厥
な
ど
の
北
方
遊
牧
民
族
に
は
、
父
兄
が
死
去
す
る
と
息
子
や
兄
弟
が
継
母
や
兄
嫁
を
娶
る
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
婚
の
風
習
が
あ
っ

た
（『
周
書
』
突
厥
伝
）。
柔
然
で
も
同
様
の
婚
姻
習
俗
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
松
下
憲
一
氏
は
、
高
澄
は
柔
然
と
の
同

盟
を
維
持
す
る
た
め
蠕
蠕
公
主
と
再
婚
し
た
と
考
察
す
る
。
松
下
『
中
華
を
生
ん
だ
遊
牧
民
』
二
〇
九
頁
。

（
30
）
氣
賀
澤
保
規
監
修
『
中
国
史
書
入
門
・
現
代
語
訳
・
北
斉
書
』
一
四
六
頁
参
照
。

（
31
）
吐
谷
渾
が
柔
然
に
道
を
借
り
て
東
魏
に
朝
貢
し
た
の
は
、
五
四
〇
年
（
東
魏
の
興
和
二
年
）。『
資
治
通
鑑
』
巻
一
五
八
、
梁
紀
十
四
、
武

帝
大
同
六
年
（
五
四
〇
）
条
に
「
こ
の
年
、
吐
谷
渾
の
夸
呂
が
初
め
て
柔
然
に
道
を
借
り
て
東
魏
を
訪
れ
た
」
と
あ
る
。

（
32
）
孝
静
帝
が
夸
呂
の
従
妹
を
娶
っ
た
年
は
武
定
三
年
（
五
四
五
）。『
魏
書
』
巻
十
二
孝
静
帝
紀
。

（
33
）
北
周
も
北
斉
も
、
突
厥
の
支
援
を
得
る
た
め
競
っ
て
贈
物
を
し
、
可
汗
の
歓
心
を
買
わ
ん
と
腐
心
し
た
の
で
、
佗
鉢
可
汗
か
ら
「
南
に
二

人
の
孝
行
息
子
（
北
周
と
北
斉
）
が
い
れ
ば
、
突
厥
に
物
不
足
の
心
配
は
な
い
」
と
揶
揄
さ
れ
た
（『
周
書
』
巻
五
十
突
厥
伝
）

（
34
）
阿
史
那
は
突
厥
可
汗
の
姓
。『
周
書
』
突
厥
伝
に
「
突
厥
の
姓
は
阿
史
那
氏
で
あ
る
」
と
あ
る
。

（
35
）
名
前
は
俟
斤
、
可
汗
号
は
木
杆
可
汗
。
在
位
は
五
五
三
年
～
五
七
二
年
。

（
36
）
婚
姻
の
た
め
の
六
礼
の
一
つ
で
、
新
郎
が
新
婦
を
迎
え
に
行
く
儀
式
。
注
（
20
）
参
照
。

（
37
）
拙
稿
「
隋
代
和
蕃
公
主
に
関
す
る
諸
史
料
の
訳
注
」
一
二
一
～
一
三
〇
頁
。
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